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○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額

の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第一 届出手続の運用 第一 届出手続の運用

１ 届出の受理 １ 届出の受理

(1) 届出書類の受取り (1) 届出書類の受取り

指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サービ 指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サービ

ス種類ごとの１件書類の提出を受けること(ただし、同一の敷地内 ス種類ごとの１件書類の提出を受けること(ただし、同一の敷地内

において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可とす において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可とす

る。)。 る。)。

(2) 要件審査 (2) 要件審査

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補 届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補

正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として２週間以 正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として２週間以

内を標準とし、遅くても概ね１月以内とすること(相手方の補正に 内を標準とし、遅くても概ね１月以内とすること(相手方の補正に

要する時間は除く。) 要する時間は除く。)

(3) 届出の受理 (3) 届出の受理

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じ 要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じ

ない場合は、不受理として１件書類を返戻すること。 ない場合は、不受理として１件書類を返戻すること。

(4) 国保連合会等への通知 (4) 国保連合会等への通知

届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体連 届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体連

合会(以下「国保連合会」という。)に通知すること。 合会(以下「国保連合会」という。)に通知すること。

(5) 届出に係る加算等の算定の開始時期 (5) 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下 届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下

同じ。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅 同じ。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅

介護支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 介護支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月

15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合に 15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合に

は翌々月から、算定を開始するものとすること。 は翌々月から、算定を開始するものとすること。

ただし、平成 年 月から算定を開始する加算等の届出につい18 4
ては、上記にかかわらず、同年 月 日以前になされていれば足3 25
りるものとする。

２ 届出事項の公開 ２ 届出事項の公開
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届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者に 届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者に

おいても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになるこ おいても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになるこ

と。 と。

３ 届出事項に係る事後調査の実施 ３ 届出事項に係る事後調査の実施

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的 届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的

な調査を行うこと。 な調査を行うこと。

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合 ４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合

の届出の取扱い の届出の取扱い

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致してないことが ① 事後調査等により、届出時点において要件に合致してないことが

判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の 判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の

受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該届出はな 受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該届出はな

かったことになるため、加算については、当該加算全体が無効とな かったことになるため、加算については、当該加算全体が無効とな

るものであること。当該届出に関してそれまで受領していた介護給 るものであること。当該届出に関してそれまで受領していた介護給

付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、 付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、

、 、 、 、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては 厳正な指導を行い 不正・不当な届出をした指定事業者に対しては 厳正な指導を行い

不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の 不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の

取消しをもって対処すること。 取消しをもって対処すること。

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るま ② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るま

では当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していな では当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していな

いことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、 いことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、

不当利得になるので返還措置を講ずること。 不当利得になるので返還措置を講ずること。

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い ５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合

又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその 又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその

旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されな 旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されな

くなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。 くなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。

また、この場合において、届出を行わず、当該算定について請求を行 また、この場合において、届出を行わず、当該算定について請求を行

った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得とな った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得とな

るので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合 るので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合

には指定の取消しをもって対処すること。 には指定の取消しをもって対処すること。

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 ６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所 ４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所

においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付 においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付

費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利 費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利

用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に 用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に
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当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保存してお

当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保存してお くこと。

くこと。

第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費 第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費

まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項 まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項

１ 通則 １ 通則

(1) 算定上における端数処理について (1) 算定上における端数処理について

① 単位数算定の際の端数処理 ① 単位数算定の際の端数処理

単位数の算定については 基本となる単位数に加減算の計算(何 単位数の算定については 基本となる単位数に加減算の計算(何、 、

らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端 らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端

数処理(四捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数 数処理(四捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数

値に割合を乗じていく計算になる。 値に割合を乗じていく計算になる。

(例) 訪問介護(身体介護中心 30分以上１時間未満で402単位) (例) 訪問介護(身体介護中心 30分以上１時間未満で402単位)

・3級ヘルパーの場合9070％減算 ・3級ヘルパーの場合90％減算

402×0.9070＝281．4→281単位 402×0.90＝361.8→362単位

・3級ヘルパーで夜間早朝の場合 ・3級ヘルパーで夜間早朝の場合

281×1.25＝351→351単位 362×1.25＝452.5→453単位

※ × × ＝ として四捨五入するのではない ※402×0.90×1.25＝452.25として四捨五入するのではない。402 0.7 1.25 351 75． 。

② 金額換算の際の端数処理 ② 金額換算の際の端数処理

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満(小 算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満(小

数点以下)の端数については「切り捨て」とする。 数点以下)の端数については「切り捨て」とする。

(例) 上記①の事例で、このサービスを月に５回提供した場合(地 (例) 上記①の事例で、このサービスを月に５回提供した場合(地

域区分は特別区) 域区分は特別区)

453単位×5回＝2,265単位 453単位×5回＝2,265単位

2,265単位×10.72円／単位＝24,280.8円→24,280円 2,265単位×10.72円／単位＝24,280.8円→24,280円

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成 なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成

コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をし コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をし

た単位数(整数値)である。 た単位数(整数値)である。

(2) サービス種類相互の算定関係について (2) サービス種類相互の算定関係について

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは 認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けて

地域密着型特定施設入居者生活介護を受けている者については、そ いる者については その他の指定居宅サービスに係る介護給付費(居、

。 。 、の他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給 宅療養管理指導費を除く )は算定しないものであること ただし

付費(居宅療養管理指導費を除く。)は算定しないものであること。 認知症対応型共同生活介護又は指定特定施設入所者生活介護の提供

ただし、指定特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介 に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に

護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その 対してその他の居宅サービスを利用させることは差し支えないもの
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利用者に対してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利 であること。また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受け

用させることは差し支えないものであること。また、短期入所生活 ている者については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リ

介護又は短期入所療養介護を受けている者については、訪問介護、 ハビリテーション、通所介護費及び通所リハビリテーション費は算

訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護費及 定しないものであること。

び通所リハビリテーション費並びに夜間対応型訪問介護、認知症対

応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護は算定しないものである

こと。

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合 また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合

は、訪問サービスの所定単位数は算定できない。たとえば、利用者 は、訪問サービスの所定単位数は算定できない。たとえば、利用者

が通所サービスを受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃 が通所サービスを受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃

、 、 、 、除等を行うことについては 訪問介護の生活援助として行う場合は 除等を行うことについては 訪問介護の生活援助として行う場合は

本人の安否確認・健康チェック等も合わせて行うべきものであるこ 本人の安否確認・健康チェック等も合わせて行うべきものであるこ

とから、訪問介護（生活援助が中心の場合）の所定単位数は算定で とから、訪問介護（生活援助が中心の場合）の所定単位数は算定で

きない。 きない。

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入 なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入

所療養介護を受けている者についても算定が可能であること。 所療養介護を受けている者についても算定が可能であること。

(3) 施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について (3) 施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について

介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所（退院）日又は 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所（退院）日又は

短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）については、 短期入所療養介護のサービス終了日（退所日）については、訪問看

訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び 護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リ

通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サ ハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービス

ービスは別に算定できるが 施設サービスや短期入所サービスでも は別に算定できるが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能、 、

機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院日） 訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院日）に通

に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画 所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適

は適正でない。 正でない。

また、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用す また、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用す

る訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所（入院）前に る訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所（入院）前に

通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった 通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった

居宅サービス計画は適正でない。 居宅サービス計画は適正でない。

また、施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設サービス費の また、施設入所（入院）者が外泊した場合には、外泊時に居宅サ

試行的退所を算定した場合には、外泊時又は試行的退所を算定時に ービスは算定できない。

居宅サービスは算定できない。

(4) 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いに (4) 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いに

ついて ついて

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原 利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原
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則とする。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハ 則とする。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハ

ビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利 ビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利

用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用するこ 用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用するこ

とが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれの とが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれの

サービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。例えば、家 サービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。例えば、家

庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に 適切なアセスメント 利 庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に 適切なアセスメント 利、 （ 、 （

用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サ 用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サ

ービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱 ービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱

える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことが える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことが

できるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。 できるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。

以下同じ ）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同 以下同じ ）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同。 。

一時間帯に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30 一時間帯に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30

分以上１時間未満の訪問介護(身体介護中心の場合)と訪問看護(指 分以上１時間未満の訪問介護(身体介護中心の場合)と訪問看護(指

定訪問看護ステーションの場合)を同一時間帯に利用した場合、訪 定訪問看護ステーションの場合)を同一時間帯に利用した場合、訪

問介護については402単位、訪問看護については830単位がそれぞれ 問介護については402単位、訪問看護については830単位がそれぞれ

算定されることとなる。 算定されることとなる。

(5) 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを (5) 複数の要介護者等がいる世帯において同一時間帯に訪問サービス

利用した場合の取扱いについて を利用した場合の取扱いについて

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位 それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位

。 、 、 。 、 、置づける 例えば 要介護高齢者夫婦のみの世帯に100分間訪問し 置づける 例えば 要介護高齢者夫婦のみの世帯に100分間訪問し

夫に50分の訪問介護（身体介護中心の場合 、妻に50分の訪問介護 夫に50分の訪問介護（身体介護中心の場合 、妻に50分の訪問介護） ）

（身体介護中心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ402単位 （身体介護中心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ402単位

ずつ算定される。ただし、生活援助については、要介護者間で適宜 ずつ算定される。ただし、生活援助については、要介護者間で適宜

所要時間を振り分けることとする。 所要時間を振り分けることとする。

(6) 訪問サービスの行われる利用者の居宅について (6) 訪問サービスの行われる利用者の居宅について

、 、 、 、 、 、 、 、訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーションは 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーションは

介護保険法(平成９年法律第123号)第８条の定義上、要介護者の居 介護保険法(平成９年法律第123号)第７条の定義上、要介護者等の

宅において行われるものとされており、要介護者の居宅以外で行わ 居宅において行われるものとされており、要介護者等の居宅以外で

れるものは算定できない。例えば、訪問介護の通院・外出介助につ 行われるものは算定できない。例えば、訪問介護の通院・外出介助

いては、利用者の居宅から乗降場までの移動、バス等の公共交通機 については、利用者の居宅から乗降場までの移動、バス等の公共交

関への乗降、移送中の気分の確認 （場合により）院内の移動等の 通機関への乗降、移送中の気分の確認 （場合により）院内の移動、 、

介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、これは居宅において 等の介助などは要介護者等の居宅以外で行われるが、これは居宅に

行われる目的地（病院等）に行くための準備を含む一連のサービス おいて行われる目的地（病院等）に行くための準備を含む一連のサ

行為とみなし得るためである。居宅以外において行われるバス等の ービス行為とみなし得るためである。居宅以外において行われるバ

公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だ ス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス
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けをもってして訪問介護として算定することはできない。 行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。

２ 訪問介護費 ２ 訪問介護費

(1) 「身体介護」及び「生活援助」の意義について (1) 「身体介護」及び「生活援助」の意義について

注２の「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助 注２の「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助

並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常 並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常

生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助 生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助

であり、１人の利用者に対して訪問介護員等が１対１で行うものを であり、１人の利用者に対して訪問介護員等が１対１で行うものを

いう（特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、１回の いう（特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、１回の

身体介護の所要時間を１回の利用者の人数で除した結果の利用者１ 身体介護の所要時間を１回の利用者の人数で除した結果の利用者１

人当たりの所要時間が(4)にいう要件を満たすこと 。その具体例 人当たりの所要時間が(4)にいう要件を満たすこと 。その具体例） ）

としては、例えば 「食事介助」の場合には、食事摂取のための介 としては、例えば 「食事介助」の場合には、食事摂取のための介、 、

助のみならず、そのための一連の行為(例：声かけ・説明→訪問介 助のみならず、そのための一連の行為(例：声かけ・説明→訪問介

護員等自身の手洗等→利用者の手拭き、エプロンがけ等の準備→食 護員等自身の手洗等→利用者の手拭き、エプロンがけ等の準備→食

事姿勢の確保→配膳→おかずをきざむ、つぶす等→摂食介助→食後 事姿勢の確保→配膳→おかずをきざむ、つぶす等→摂食介助→食後

安楽な姿勢に戻す→気分の確認→食べこぼしの処理→エプロン・タ 安楽な姿勢に戻す→気分の確認→食べこぼしの処理→エプロン・タ

オルなどの後始末・下膳など)が該当するものであり、具体的な運 オルなどの後始末・下膳など)が該当するものであり、具体的な運

用にあたっては、利用者の自立支援に資する観点からサービスの実 用にあたっては、利用者の自立支援に資する観点からサービスの実

態を踏まえた取り扱いとすること （具体的な取り扱いは「訪問介 態を踏まえた取り扱いとすること （具体的な取り扱いは「訪問介。 。

護におけるサービス行為ごとの区分等について （平成12年３月17 護におけるサービス行為ごとの区分等について （平成12年３月17」 」

日老計10号）を参照すること ） 日老計10号）を参照すること ）。 。

また 「利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のため また 「利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のため、 、

の介助及び専門的な援助」とは、利用者の日常生活動作能力などの の介助及び専門的な援助」とは、利用者の日常生活動作能力などの

向上のために利用者の日常生活動作を見守りながら行う手助けや介 向上のために利用者の日常生活動作を見守りながら行う手助けや介

助に合わせて行う専門的な相談助言を言うこと。 助に合わせて行う専門的な相談助言を言うこと。

注３の「生活援助」とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃 注３の「生活援助」とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃

除、洗濯、調理などの日常生活の援助とされたが、次のような行為 除、洗濯、調理などの日常生活の援助とされたが、次のような行為

は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること （具 は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること （具。 。

体的な取り扱いは「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等につい 体的な取り扱いは「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等につい

て （平成12年11月16日老振76号）を参照すること ） て （平成12年11月16日老振76号）を参照すること ）」 。 」 。

① 商品の販売や農作業等生業の援助的な行為 ① 商品の販売や農作業等生業の援助的な行為

② 直接本人の援助に該当しない行為 ② 直接本人の援助に該当しない行為

・ 主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適 ・ 主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適

当であると判断される行為 当であると判断される行為

③ 日常生活の援助に該当しない行為 ③ 日常生活の援助に該当しない行為

・ 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じ ・ 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じ
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ないと判断される行為 ないと判断される行為

・ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為 ・ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

(2) 訪問介護の区分 (2) 訪問介護の区分

訪問介護の区分については 身体介護が中心である場合(以下 身 訪問介護の区分については 身体介護が中心である場合(以下 身、 「 、 「

体介護中心型」という。)、生活援助が中心である場合(以下「生活 体介護中心型」という。)、生活援助が中心である場合(以下「生活

援助中心型」という。)の２区分とされたが、これらの型の適用に 援助中心型」という。)の２区分とされたが、これらの型の適用に

当たっては、１回の訪問介護において「身体介護」と「生活援助」 当たっては、１回の訪問介護において「身体介護」と「生活援助」

が混在するような場合について、全体としていずれかの型の単位数 が混在するような場合について、全体としていずれかの型の単位数

を算定するのではなく 「身体介護」に該当する行為がどの程度含 を算定するのではなく 「身体介護」に該当する行為がどの程度含、 、

まれるかを基準に、30分を１単位として 「身体介護」と「生活援 まれるかを基準に、30分を１単位として 「身体介護」と「生活援、 、

助」を組み合わせて算定することとする（(3)に詳述 。この場合、 助」を組み合わせて算定することとする（(3)に詳述 。この場合、） ）

身体介護のサービス行為の一連の流れを細かく区分しないよう留意 身体介護のサービス行為の一連の流れを細かく区分しないよう留意

すること。例えば 「食事介助」のサービス行為の一連の流れに配 すること。例えば 「食事介助」のサービス行為の一連の流れに配、 、

下膳が含まれている場合に 当該配下膳の行為だけをもってして 生 下膳が含まれている場合に 当該配下膳の行為だけをもってして 生、 「 、 「

活援助」の一つの単独行為として取り扱わない。 活援助」の一つの単独行為として取り扱わない。

いずれの型の単位数を算定するかを判断する際は、まず、身体介 いずれの型の単位数を算定するかを判断する際は、まず、身体介

護に要する一般的な時間や内容からみて、身体介護を構成する個々 護に要する一般的な時間や内容からみて、身体介護を構成する個々

の行為を の行為を

① 比較的手間のかからない体位変換、移動介助、移乗介助、起 ① 比較的手間のかからない体位変換、移動介助、移乗介助、起

床介助(寝床から起こす介助)、就寝介助(寝床に寝かす介助)等 床介助(寝床から起こす介助)、就寝介助(寝床に寝かす介助)等

の「動作介護」 の「動作介護」

② ある程度手間のかかる排泄介助、部分清拭、部分浴介助、整 ② ある程度手間のかかる排泄介助、部分清拭、部分浴介助、整

容介助、更衣介助等の「身の回り介護」 容介助、更衣介助等の「身の回り介護」

③ さらに長い時間で手間のかかる食事介助、全身清拭、全身浴 ③ さらに長い時間で手間のかかる食事介助、全身清拭、全身浴

介助等の「生活介護」 介助等の「生活介護」

に大きく分類することとし、その上で、次の考え方を基本に、訪 に大きく分類することとし、その上で、次の考え方を基本に、訪

問介護事業者は、居宅サービス計画作成時点において、利用者が 問介護事業者は、居宅サービス計画作成時点において、利用者が

選択した居宅介護支援事業者と十分連携を図りながら、利用者の 選択した居宅介護支援事業者と十分連携を図りながら、利用者の

心身の状況、意向等を踏まえ、適切な型が適用されるよう留意す 心身の状況、意向等を踏まえ、適切な型が適用されるよう留意す

るとともに、訪問介護計画の作成の際に、利用者又はその家族等 るとともに、訪問介護計画の作成の際に、利用者又はその家族等

への説明を十分に行い、その同意の上、いずれの型かを確定する への説明を十分に行い、その同意の上、いずれの型かを確定する

ものであること。 ものであること。

① 身体介護中心型の所定単位数が算定される場合 ① 身体介護中心型の所定単位数が算定される場合

・専ら身体介護を行う場合 ・専ら身体介護を行う場合

・主として「生活介護」や「身の回り介護」を行うとともに、 ・主として「生活介護」や「身の回り介護」を行うとともに、
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これに関連して若干の生活援助を行う場合 これに関連して若干の生活援助を行う場合

（例）簡単な調理の後（５分程度 、食事介助を行う（50分程 （例）簡単な調理の後（５分程度 、食事介助を行う（50分程） ）

） （ ）。 ） （ ）。度 場合 所要時間30分以上１時間未満の身体介護中心型 度 場合 所要時間30分以上１時間未満の身体介護中心型

② 生活援助中心型の所定単位数が算定される場合 ② 生活援助中心型の所定単位数が算定される場合

・専ら生活援助を行う場合 ・専ら生活援助を行う場合

・生活援助に伴い若干の「動作介護」を行う場合 ・生活援助に伴い若干の「動作介護」を行う場合

（例）利用者の居室から居間までの移動介助を行った後（５ （例）利用者の居室から居間までの移動介助を行った後（５

分程度 、居室の掃除（50分程度）を行う場合（所要時間30 分程度 、居室の掃除（50分程度）を行う場合（所要時間30） ）

分以上１時間未満の生活援助中心型 。 分以上１時間未満の生活援助中心型 。） ）

なお、訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェック なお、訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェック

であり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合に であり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合に

は、訪問介護費は算定できない。 は、訪問介護費は算定できない。

(3) １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の (3) １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の

取扱い 取扱い

従来、身体介護及び家事援助がそれぞれ同程度行われる場合(以 従来、身体介護及び家事援助がそれぞれ同程度行われる場合(以

下「複合型」という。)については、１回の訪問介護につき、身体 下「複合型」という。)については、１回の訪問介護につき、身体

介護と家事援助のいずれが中心とも言いがたい場合も存在すること 介護と家事援助のいずれが中心とも言いがたい場合も存在すること

から、利用者と事業者の間での混乱を避けるために設けられ 「身 から、利用者と事業者の間での混乱を避けるために設けられ 「身、 、

体介護中心型 「家事援助中心型」の２区分のいずれかへの区分 体介護中心型 「家事援助中心型」の２区分のいずれかへの区分」、 」、

が困難な場合に適用されてきた。しかし、利用者の自立支援に資す が困難な場合に適用されてきた。しかし、利用者の自立支援に資す

る観点から適切にサービスが行われていないという指摘がある。 る観点から適切にサービスが行われていないという指摘がある。

こうした現状を踏まえ、今回の見直しにおいては 「複合型」を こうした現状を踏まえ、今回の見直しにおいては 「複合型」を、 、

廃止することとし、１回の訪問において身体介護及び生活援助が混 廃止することとし、１回の訪問において身体介護及び生活援助が混

在する訪問介護を行う必要がある場合は、居宅サービス計画や訪問 在する訪問介護を行う必要がある場合は、居宅サービス計画や訪問

介護計画の作成に当たって、適切なアセスメントにより、あらかじ 介護計画の作成に当たって、適切なアセスメントにより、あらかじ

め具体的なサービス内容を「身体介護」と「生活援助」に区分して め具体的なサービス内容を「身体介護」と「生活援助」に区分して

それに要する標準的な時間で位置付けることとし、30分を１単位と それに要する標準的な時間で位置付けることとし、30分を１単位と

して 「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することと して 「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することと、 、

する。なお、身体介護に生活援助を加算する方式となるが、実際の する。なお、身体介護に生活援助を加算する方式となるが、実際の

サービスの提供は身体介護の後に引き続き生活援助を行う場合に限 サービスの提供は身体介護の後に引き続き生活援助を行う場合に限

らない。１回の訪問介護の全体時間のうち身体介護に要する時間を らない。１回の訪問介護の全体時間のうち身体介護に要する時間を

合計して判断するため、例えば、生活援助の後に引き続き身体介護 合計して判断するため、例えば、生活援助の後に引き続き身体介護

を行ってもよい。 を行ってもよい。

（例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、 （例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、

体を支えながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとって 体を支えながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとって
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もらった後、居室の掃除を行う場合（所要時間１時間以上１時 もらった後、居室の掃除を行う場合（所要時間１時間以上１時

間30分未満 。 間30分未満 。） ）

〔従来の取扱い〕 複合型 １時間以上１時間30分未満を算定 〔従来の取扱い〕 複合型 １時間以上１時間30分未満を算定

〔見直し後の取扱い〕 「身体介護」に該当する行為がどの程度含 〔見直し後の取扱い〕 「身体介護」に該当する行為がどの程度含

まれるかを基準に以下のいずれかの組み合わせを算定 まれるかを基準に以下のいずれかの組み合わせを算定

・ 身体介護中心型 30分未満（231単位）＋生活援助加算 30 ・ 身体介護中心型 30分未満（231単位）＋生活援助加算 30

分（83単位）×２ 分（83単位）×２

・ 身体介護中心型 30分以上１時間未満（402単位）＋生活援 ・ 身体介護中心型 30分以上１時間未満（402単位）＋生活援

助加算 30分（83単位）×１ 助加算 30分（83単位）×１

（ 、 （ ） （ 、 （ ）この場合 身体介護中心型 30分未満又は30分以上１時間未満 この場合 身体介護中心型 30分未満又は30分以上１時間未満

と生活援助中心型（30分以上１時間未満）に分けて、それぞれ と生活援助中心型（30分以上１時間未満）に分けて、それぞれ

算定することはできない ） 算定することはできない ）。 。

(4) 訪問介護の所要時間 (4) 訪問介護の所要時間

訪問介護の所要時間ごとの単位については、所要時間30分未満の 訪問介護の所要時間ごとの単位については、所要時間30分未満の

身体介護中心型などの単位数を引き上げたが、１日に複数回の短 身体介護中心型などの単位数を引き上げたが、１日に複数回の短

時間の訪問をすることにより、在宅介護のサービス提供体制を強 時間の訪問をすることにより、在宅介護のサービス提供体制を強

化するために設定したものであり、在宅の要介護者の生活パター 化するために設定したものであり、在宅の要介護者等の生活パタ

ンに合わせて訪問介護を行うものである。したがって、単に１回 ーンに合わせて訪問介護を行うものである。したがって、単に１

の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切でなく、 回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切でな

訪問介護を１日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間 く、訪問介護を１日に複数回算定する場合にあっては、算定する

の間隔は概ね２時間以上とする。 時間の間隔は概ね２時間以上とする。

また、所要時間30分未満の身体介護中心型を算定する場合の所 また、所要時間30分未満の身体介護中心型を算定する場合の所

要時間は20分程度以上とする。所要時間とは、実際に訪問介護を 要時間は20分程度以上とする。所要時間とは、実際に訪問介護を

行った時間をいうものであり、訪問介護のための準備や利用者の 行った時間をいうものであり、訪問介護のための準備や利用者の

移動に要した時間等は含まない。 移動に要した時間等は含まない。

１日において１人の利用者に対して行われる訪問介護が複数回 １日において１人の利用者に対して行われる訪問介護が複数回

にわたる場合であっても、それぞれの所要時間が所定の要件を満た にわたる場合であっても、それぞれの所要時間が所定の要件を満た

さない場合には算定対象とならない。ただし、複数回にわたる訪問 さない場合には算定対象とならない。ただし、複数回にわたる訪問

介護が一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に限り、それ 介護が一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に限り、それ

ぞれの訪問介護の所要時間を合計して１回の訪問介護として算定で ぞれの訪問介護の所要時間を合計して１回の訪問介護として算定で

きる。例えば、午前に訪問介護員等が診察券を窓口に提出し（所 きる。例えば、午前に訪問介護員等が診察券を窓口に提出し（所

要時間30分未満 、昼に通院介助を行い、午後に薬を受け取りに 要時間30分未満 、昼に通院介助を行い、午後に薬を受け取りに） ）

行く（所要時間30分未満）とした場合には、それぞれの所要時間 行く（所要時間30分未満）とした場合には、それぞれの所要時間

は30分未満であるため、生活援助（所要時間30分以上１時間未 は30分未満であるため、生活援助（所要時間30分以上１時間未

満）として算定できないが、一連のサービス行為（通院介助）と 満）として算定できないが、一連のサービス行為（通院介助）と
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みなして合計して１回の訪問介護（身体介護中心型に引き続き生 みなして合計して１回の訪問介護（身体介護中心型に引き続き生

活援助を行う場合）として算定できる。 活援助を行う場合）として算定できる。

なお、一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪 なお、一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪

問介護を行った場合も、１回の訪問介護としてその合計の所要時 問介護を行った場合も、１回の訪問介護としてその合計の所要時

間に応じた所定単位数を算定する。訪問介護員等ごとに複数回の 間に応じた所定単位数を算定する。訪問介護員等ごとに複数回の

訪問介護として算定できない。 訪問介護として算定できない。

(5) 「生活援助中心型」の単位を算定する場合 (5) 「生活援助中心型」の単位を算定する場合

注３において「生活援助中心型」の単位を算定することができる 注３において「生活援助中心型」の単位を算定することができる

場合として 「利用者が１人暮らしであるか又は家族等が障害、疾 場合として 「利用者が１人暮らしであるか又は家族等が障害、疾、 、

病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とさ 病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とさ

れたが、これは、障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっ れたが、これは、障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっ

ても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合をいうも ても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合をいうも

のであること。 のであること。

なお、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付け なお、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付け

る場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その る場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その

他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般 他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般

の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサ の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサ

ービスの内容とその方針を明確に記載する必要がある。 ービスの内容とその方針を明確に記載する必要がある。

(6) 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する場合 (6) 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する場合

① 指定訪問介護事業者が注４の「通院等のための乗車又は降車 ① 指定訪問介護事業者が注４の「通院等のための乗車又は降車

の介助」にいう介助を行う場合には、当該所定単位数を算定する の介助」にいう介助を行う場合には、当該所定単位数を算定する

こととし 「身体介護中心型」の所定単位数は算定できない。当 こととし 「身体介護中心型」の所定単位数は算定できない。当、 、

該所定単位数を算定するに当たっては、道路運送法（昭和26年法 該所定単位数を算定するに当たっては、道路運送法（昭和26年法

） 。 、 ） 。 、律第183号 等他の法令等に抵触しないよう留意すること なお 律第183号 等他の法令等に抵触しないよう留意すること なお

移送行為そのものすなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対 移送行為そのものすなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対

、 （ ） 、 、 。 、 （ ） 、 、 。象ではなく 移送に係る経費 運賃 は 引き続き 評価しない 象ではなく 移送に係る経費 運賃 は 引き続き 評価しない

② 注４において「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位 ② 注４において「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位

、 。 、 。を算定することができる場合 片道につき所定単位数を算定する を算定することができる場合 片道につき所定単位数を算定する

よって、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することは よって、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することは

できない。 できない。

③ ③ 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位数を算定でき

。 、る利用者は要介護者に限られる 要支援者については算定できず

この場合には、通院・外出介助として「身体介護中心型」の所定

単位数も算定できない。

複数の要介護者に「通院等のための乗車又は降車の介助」を また、複数の要介護者に「通院等のための乗車又は降車の介
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行った場合であって、乗降時に１人の利用者に対して１対１で行 助」を行った場合であって、乗降時に１人の利用者に対して１対

う場合には、それぞれ算定できる。なお、効率的なサービス提供 １で行う場合には、それぞれ算定できる。なお、効率的なサービ

の観点から移送時間を極小化すること。 ス提供の観点から移送時間を極小化すること。

④ 利用目的について 「通院等のため」とは 「身体介護中心型」 ④ 利用目的について 「通院等のため」とは 「身体介護中心型」、 、 、 、

としての通院・外出介助と同じものである。 としての通院・外出介助と同じものである。

⑤ サービス行為について、 「自らの運転する車両への乗車又は ⑤ サービス行為について、 「自らの運転する車両への乗車又は

降車の介助 「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等 降車の介助 「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等」、 」、

の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動 の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動

等の介助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することと 等の介助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することと

する。例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、 する。例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、

、 、 、 、 、 、移動時 転倒しないように側について歩き 介護は必要時だけで 移動時 転倒しないように側について歩き 介護は必要時だけで

事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に 事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に

車両内から見守るのみでは算定対象とならない。 車両内から見守るのみでは算定対象とならない。

また 「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加え また 「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加え、 、

て 「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を て 「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を、 、

行うか、又は 「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移 行うか、又は 「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移、 、

動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり、これらの 動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり、これらの

移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対象と 移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対象と

ならない。 ならない。

⑥ 「通院等のための乗車又は降車の介助」は 「自らの運転する ⑥ 「通院等のための乗車又は降車の介助」は 「自らの運転する、 、

車両への乗車又は降車の介助 「乗車前若しくは降車後の屋内 車両への乗車又は降車の介助 「乗車前若しくは降車後の屋内」、 」、

外における移動等の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診 外における移動等の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診

等の手続き、移動等の介助」を一連のサービス行為として含むも 等の手続き、移動等の介助」を一連のサービス行為として含むも

のであり、それぞれの行為によって細かく区分し 「通院等のた のであり、それぞれの行為によって細かく区分し 「通院等のた、 、

めの乗車又は降車の介助」又は「身体介護中心型」として算定で めの乗車又は降車の介助」又は「身体介護中心型」として算定で

きない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内 きない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内

での「声かけ・説明 ・ 目的地（病院等）に行くための準備」 での「声かけ・説明 ・ 目的地（病院等）に行くための準備」」「 」「

や通院先での「院内の移動等の介助」は 「通院等のための乗車 や通院先での「院内の移動等の介助」は 「通院等のための乗車、 、

」 、 「 」 」 、 「 」又は降車の介助 に含まれるものであり 別に 身体介護中心型 又は降車の介助 に含まれるものであり 別に 身体介護中心型

として算定できない。 として算定できない。

なお、一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して なお、一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して

「通院等のための乗車又は降車の介助」を行った場合も、１回 「通院等のための乗車又は降車の介助」を行った場合も、１回

の「通院等のための乗車又は降車の介助」として算定し、訪問 の「通院等のための乗車又は降車の介助」として算定し、訪問

介護員等ごとに細かく区分して算定できない。 介護員等ごとに細かく区分して算定できない。

⑦ 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに ⑦ 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに
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当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべ 当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべ

き課題に対応した様々なサービス内容の１つとして、総合的な援 き課題に対応した様々なサービス内容の１つとして、総合的な援

助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置付けられてい 助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置付けられてい

る必要があり、居宅サービス計画において、 る必要があり、居宅サービス計画において、

ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由 ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由

イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断 イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断

した旨 した旨

ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の

援助と均衡していること 援助と均衡していること

を明確に記載する必要がある。 を明確に記載する必要がある。

(7) 「通院等のための乗車又は降車の介助」と「身体介護中心型」の (7) 「通院等のための乗車又は降車の介助」と「身体介護中心型」の

区分 区分

要介護４又は要介護５の利用者に対して、通院等のための乗車 要介護４又は要介護５の利用者に対して、通院等のための乗車

・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間（20～3 ・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間（20～3

0分程度以上）を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、 0分程度以上）を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、

その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定で その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定で

きる。この場合には 「通院等のための乗車又は降車の介助」の所 きる。この場合には 「通院等のための乗車又は降車の介助」の所、 、

定単位数は算定できない。 定単位数は算定できない。

（例 （乗車の介助の前に連続して）寝たきりの利用者の更衣介 （例 （乗車の介助の前に連続して）寝たきりの利用者の更衣介） ）

助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、 助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、

車いすを押して自動車へ移動介助する場合。 車いすを押して自動車へ移動介助する場合。

(8) 「通院等のための乗車又は降車の介助」と通所サービス・短期入 (8) 「通院等のための乗車又は降車の介助」と通所サービス・短期入

所サービスの「送迎」の区分 所サービスの「送迎」の区分

通所サービス又は短期入所サービスにおいて利用者の居宅と当該 通所サービス又は短期入所サービスにおいて利用者の居宅と当該

事業所との間の送迎を行う場合は、当該利用者の心身の状況により 事業所との間の送迎を行う場合は、当該利用者の心身の状況により

当該事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のな 当該事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のな

い限り、通所サービス又は短期入所サービスの送迎加算を算定する い限り、通所サービス又は短期入所サービスの送迎加算を算定する

、「 」 。 、「 」 。こととし 通院等のための乗車又は降車の介助 は算定できない こととし 通院等のための乗車又は降車の介助 は算定できない

(9) 訪問介護計画上３級ヘルパーの派遣が予定されている場合に３級 (9) 訪問介護計画上３級ヘルパーの派遣が予定されている場合に３級

ヘルパー以外の訪問介護員等により訪問介護が行われた場合の取扱 ヘルパー以外の訪問介護員等により訪問介護が行われた場合の取扱

い い

訪問介護計画上、３級ヘルパーが派遣されることとされている場 訪問介護計画上、３級ヘルパーが派遣されることとされている場

合に、事業所の事情により３級ヘルパー以外の訪問介護員等が派遣 合に、事業所の事情により３級ヘルパー以外の訪問介護員等が派遣

される場合については、所定単位数に100分の７0を乗じて得た単位 される場合については、所定単位数に100分の90を乗じて得た単位

数を算定すること。 数を算定すること。
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(10) ２人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い等 (10) ２人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い等

① ２人の訪問介護員等による訪問介護 ① ２人の訪問介護員等による訪問介護

２人の訪問介護員等による訪問介護について、所定単位数の10 ２人の訪問介護員等による訪問介護について、所定単位数の10

0分の200に相当する単位数が算定される場合のうち、厚生労働大 0分の200に相当する単位数が算定される場合のうち、厚生労働大

臣が定める者等(平成12年厚生省告示第23号。以下「23号告示」 臣が定める者等(平成12年厚生省告示第23号。以下「23号告示」

という。)第２号イの場合としては、体重が重い利用者に入浴介 という。)第２号イの場合としては、体重が重い利用者に入浴介

助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該当し、 助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該当し、

同号ハの場合としては、例えば、エレベータのない建物の２階以 同号ハの場合としては、例えば、エレベータのない建物の２階以

上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当するも 上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当するも

のであること。したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯 のであること。したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯

に２人の訪問介護員等によるサービス提供を行った場合は、利用 に２人の訪問介護員等によるサービス提供を行った場合は、利用

者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、 者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、

所定単位数の100分の200に相当する単位数は算定されない。 所定単位数の100分の200に相当する単位数は算定されない。

なお、通院・外出介助において、１人の訪問介護員等が車両に なお、通院・外出介助において、１人の訪問介護員等が車両に

同乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場 同乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場

合には、当該車両を運転するもう１人の訪問介護員等は別に「通 合には、当該車両を運転するもう１人の訪問介護員等は別に「通

院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。 院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。

② 訪問介護員等のうち１人が３級ヘルパーである場合の取扱い ② 訪問介護員等のうち１人が３級ヘルパーである場合の取扱い

派遣された２人の訪問介護員等のうちの１人がいわゆる３級ヘ 派遣された２人の訪問介護員等のうちの１人がいわゆる３級ヘ

ルパーで、１人がそれ以外の者である場合については３級ヘルパ ルパーで、１人がそれ以外の者である場合については３級ヘルパ

ーについては所定単位数に100分の７0を乗じて得た単位数を、そ ーについては所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を、そ

れ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定す れ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定す

ること(したがって、結果として、所定単位数に100分の1７0を乗 ること(したがって、結果として、所定単位数に100分の190を乗

じて得た単位数が算定されるものであること。)。 じて得た単位数が算定されるものであること。)。

(11) 早朝・夜間、深夜の訪問介護の取扱い (11) 早朝・夜間、深夜の訪問介護の取扱い

居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開 居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開

始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定す 始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定す

るものとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算 るものとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算

の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提 の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提

供時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算は算 供時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算は算

定できない。 定できない。

(12) 特別地域訪問介護加算の取扱い (12) 特別地域訪問介護加算の取扱い

注10の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の 注９の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の

保管 着替え等を行う出張所等(以下 サテライト事業所 という ) 保管 着替え等を行う出張所等(以下 サテライト事業所 という )、 「 」 。 、 「 」 。

を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト
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事業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする訪 事業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする訪

問介護員等による訪問介護は加算の対象とならず、サテライト事業 問介護員等による訪問介護は加算の対象とならず、サテライト事業

所を業務の本拠とする訪問介護員等による訪問介護は加算の対象と 所を業務の本拠とする訪問介護員等による訪問介護は加算の対象と

なるものであること。 なるものであること。

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテラ サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテラ

イト事業所を本拠とする訪問介護員等を明確にするとともに、当該 イト事業所を本拠とする訪問介護員等を明確にするとともに、当該

サテライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記録 サテライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記録

を別に行い、管理すること。 を別に行い、管理すること。

( ) 特定事業所加算13
、 。特定事業所加算の各算定要件については 次に定めるところによる

①体制要件

厚生労働大臣が定める基準（平成 年厚生省告示第 号。以12 25
下「 号告示」という ）第一号イ( )の「個別の訪問介護員等に25 1。

係る研修計画」については、当該事業所におけるサービス従事者の

資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体

制の確保を定めるとともに、訪問介護員等について個別具体的な研

修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、少なくとも年度

。 、が始まる３月前までに次年度の計画を定めなければならない なお

年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、当該届出を

行うまでに当該計画を策定することで差し支えない。

同号イ( )(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に2
当たっての留意事項に係る伝達又は当該指定訪問介護事業所におけ

る訪問介護員等の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供

責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサー

ビス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものでなければ

ならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する

必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分

かれて開催することで差し支えない。会議の開催状況については、

その概要を記録しなければならない。なお 「定期的」とは、少な、

くともおおむね１月に１回以上開催されている必要がある。

同号イ( )(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当2
たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、

その変化の動向を含め、記載しなければならない。

・利用者の や意欲の状況ADL
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
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・家族を含む環境

・前回のサービス提供時の状況

・その他サービス提供に当たって必要な事項

同号イ( )(二)の「文書等確実な方法」とは、直接面接しながら2
文書を手交する方法のほか、ファックス、メール等によることも可

能である。

また、同号イ( )(二)の訪問介護員等から適宜受けるサービス提2
供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記

録を保存しなければならない。

同号ハの健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実

施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない

訪問介護員等も含めて、少なくとも１年以内ごとに１回、事業主の

費用負担により実施しなければならない。

②人材要件

第一号イ( )の介護福祉士の割合については、常勤換算方法によ4
り算定すること。

第一号イ( )の「５年以上の実務経験」は、介護に関する業務に6
従事した期間をいうものであり、必ずしも介護福祉士資格を有する

期間でなくとも差し支えない。

③重度対応要件

第一号イ( )の要介護４又は要介護５である者の占める割合につ7
いては、届出を行った月以降においても、３月ごとに直近３月間の

「利用実人員」の平均で２０％以上を継続的に維持しなければなら

ない。なお、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、

２０％を下回った場合については、直ちに廃止の届出を提出しなけ

ればならない。なお、廃止の届出があった場合は、当該月以降の加

算は算定しない。

３ 訪問入浴介護費 ３ 訪問入浴介護費

(1) 看護、介護職員の取扱い (1) 看護、介護職員の取扱い

訪問入浴介護については、人員の算定上、看護職員を介護職員と 訪問入浴介護については、人員の算定上、看護職員を介護職員と

して数えることができるものであること。例えば、派遣する３人の して数えることができるものであること。例えば、派遣する３人の

職員のうち２人が看護職員であっても差し支えないこと。 職員のうち２人が看護職員であっても差し支えないこと。

(2) 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる (2) 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる
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場合の取扱い 場合の取扱い

注２の場合に、訪問入浴介護の提供に当たる３人の職員のうち、 注２の場合に、訪問入浴介護の提供に当たる３人の職員のうち、

看護職員が含まれている場合であっても所定単位数に100分の95を 看護職員が含まれている場合であっても所定単位数に100分の95を

乗じて得た単位数が算定されることには変わりがないものであるこ 乗じて得た単位数が算定されることには変わりがないものであるこ

と。 と。

(3) 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い (3) 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた 実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた

場合には算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴 場合には算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴

を実施した場合には、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数 を実施した場合には、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数

を算定できる。 を算定できる。

４ 訪問看護費 ４ 訪問看護費

(1) 「通院が困難な利用者」について

訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされ

ているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での

支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提

供が必要と判断された場合は訪問看護費を算定できるものである 通。「

院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保さ

れるのであれば、通院サービスを優先すべきということである。

(2) 訪問看護指示の有効期間について (1) 訪問看護指示の有効期間について

訪問看護費は、訪問看護ステーションにあっては、主治の医師の 訪問看護費は、訪問看護ステーションにあっては、主治の医師の

判断に基づいて交付（２か所以上の訪問看護ステーションからの訪 判断に基づいて交付（２か所以上の訪問看護ステーションからの訪

問看護の場合は各訪問看護ステーションごとに交付）された指示書 問看護の場合は各訪問看護ステーションごとに交付）された指示書

の有効期間内に訪問看護を行った場合に算定する。なお、当該訪問 の有効期間内に訪問看護を行った場合に算定する。なお、当該訪問

看護に係る指示料は、介護老人保健施設からの退所時若しくは介護 看護に係る指示料は、介護老人保健施設からの退所時若しくは介護

療養型医療施設からの退院時に係るものを除き、医療保険に請求す 療養型医療施設からの退院時に係るものを除き、医療保険に請求す

べきものであること。 べきものであること。

なお、医療機関にあっては、指示を行う医師の診療の日から１月 なお、医療機関にあっては、指示を行う医師の診療の日から１月

以内に行われた場合に算定する。別の医療機関の医師から診療情報 以内に行われた場合に算定する。別の医療機関の医師から診療情報

提供を受けて、訪問看護を実施した場合には、診療情報提供を行っ 提供を受けて、訪問看護を実施した場合には、診療情報提供を行っ

た医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から１ た医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から１

月以内に行われた場合に算定する。 月以内に行われた場合に算定する。

(3) ２０分未満の訪問の算定について

２０分未満の訪問は、日中等の訪問における十分な観察、必要な

助言・指導が行われることを前提として行われるものであり、した
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がって、訪問看護計画上も 月を通じて２０分未満の訪問のみが1
設定されることは適切ではなく、日中における訪問と併せて設定さ

れること。

( ) 理学療法士等の訪問について4
理学療法士 作業療法士又は言語聴覚士 以下この項において 理、 （ 「

学療法士等」という ）による訪問看護は、その訪問が看護業務の。

一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、

保健師又は看護師の代わりに訪問させるという位置付けのものであ

り、したがって、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保

健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされるこ

とは適切ではない。

なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、あくま

で看護業務の一部であることから、言語聴覚士の業務のうち保健師

助産師看護師法（昭和 年法律第 号）の規定に関わらず業と23 203
することができるとされている診療の補助行為（言語聴覚士法（平

成９年法律第 号）第 条第１項）に限る。 (2) 末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて132 42
(5) 末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて 末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等(23号告示第

末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等(23号告示第 ３号を参照のこと。)の患者については、医療保険の給付の対象と

３号を参照のこと。)の患者については、医療保険の給付の対象と なるものであり、訪問看護費は算定しない。

なるものであり、訪問看護費は算定しない。 (3) ２人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合について

(6) ２人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合について ２人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合においても、１人の

２人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合においても、１人の 看護師等が訪問看護を行った場合の所定単位数を算定するものとす

看護師等が訪問看護を行った場合の所定単位数を算定するものとす る。

る。 (4) 居宅サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合に准看

(7) 居宅サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合に准看 護師以外の看護師等により訪問看護が行われた場合の取り扱い

護師以外の看護師等により訪問看護が行われた場合の取り扱い 居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合

居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合 に、事業所の事情により准看護師以外の看護師等が訪問する場合に

に、事業所の事情により准看護師以外の看護師等が訪問する場合に ついては、所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定する

ついては、所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定する こと。また、居宅サービス計画上、准看護師以外の看護師等が訪問

、 、こと。また、居宅サービス計画上、准看護師以外の看護師等が訪問 することとされている場合に 准看護師が訪問する場合については

することとされている場合に 准看護師が訪問する場合については 准看護師が訪問する場合の単位数（所定単位数の100分の90）を算、 、

准看護師が訪問する場合の単位数（所定単位数の100分の90）を算 定すること。

定すること。

(8) 早朝・夜間、深夜の訪問看護の取扱い (5) 早朝・夜間、深夜の訪問看護の取扱い

訪問介護と同様であるので、2(11)を参照されたい。なお、２０ 訪問介護と同様であるので、2(11)を参照されたい。
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分未満の訪問の場合についても、同様の扱いである。

(9) 特別地域訪問看護加算の取扱い (6) 特別地域訪問看護加算の取扱い

訪問介護と同様であるので、2(12)を参照されたい。 訪問介護と同様であるので、2(12)を参照されたい。

なお、当該加算は所定単位数の15％加算としているが、この場合 なお、当該加算は所定単位数の15％加算としているが、この場合

の所定単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナ の所定単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナ

ルケア加算を含まないこと。 ルケア加算を含まないこと。

(10) 緊急時訪問看護加算 (7) 緊急時訪問看護加算

① 緊急時訪問看護加算については、利用者又はその家族等から電 ① 緊急時訪問看護加算については、利用者又はその家族等から電

話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる 話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる

体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が指定訪問看 体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が指定訪問看

護を受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画的に 護を受けようとする者に対して、当該体制にある旨を説明し、そ

訪問することとなっていない緊急時訪問を行った場合には当該加 の同意を得た場合に、１月につき加算する。

算の他に所定単位数を算定する旨を説明し、その同意を得た場合

に、１月につき加算する。

② 緊急時訪問看護加算については、当該月の第１回目の介護保険 ② 緊急時訪問看護加算については、当該月の第１回目の介護保険

の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算するも の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算するも

のとする。 のとする。

③ 当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪 ③ 当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪

問を行った場合については、当該緊急時訪問の所要時間に応じた 問を行った場合については、当該緊急時訪問の所要時間に応じた

所定単位数（准看護師による緊急時訪問の場合は所定単位数の10 所定単位数（准看護師による緊急時訪問の場合は所定単位数の10

0分の90）を算定する。この場合、居宅サービス計画の変更を要 0分の90）を算定する。この場合、居宅サービス計画の変更を要

する。 する。

なお、当該緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜の なお、当該緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜の

訪問看護に係る加算は算定できない。ただし、特別管理加算を算 訪問看護に係る加算は算定できない。

定する状態の者に対する１月以内の２回目以降の緊急時訪問につ

いては、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定する。

④ 緊急時訪問看護加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所 ④ 緊急時訪問看護加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所

に限り算定できる。このため、緊急時訪問看護加算に係る指定訪 に限り算定できる。このため、緊急時訪問看護加算に係る指定訪

問看護を受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該利 問看護を受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該利

用者に対して、他の訪問看護ステーションから緊急時訪問看護加 用者に対して、他の訪問看護ステーションから緊急時訪問看護加

算に係る指定訪問看護を受けていないか確認すること。 算に係る指定訪問看護を受けていないか確認すること。

⑤ 訪問看護を担当する医療機関にあっては、緊急時訪問看護加算 ⑤ 訪問看護を担当する医療機関にあっては、緊急時訪問看護加算

の届出は利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選定す の届出は利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選定す

る上で必要な情報として届け出させること。なお、訪問看護ステ る上で必要な情報として届け出させること。なお、訪問看護ステ

ーションにおける緊急時訪問看護加算の算定に当たっては、第一 ーションにおける緊急時訪問看護加算の算定に当たっては、第一
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－1－(5)によらず、届出を受理した日から算定するものとする。 －1－(5)によらず、届出を受理した日から算定するものとする。

(11) 特別管理加算 (8) 特別管理加算

① 特別管理加算については、利用者や居宅介護支援事業所が訪問 ① 特別管理加算については、利用者や居宅介護支援事業所が訪問

看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出させること。 看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出させること。

② 特別管理加算は、当該月の第１回目の介護保険の給付対象とな ② 特別管理加算は、当該月の第１回目の介護保険の給付対象とな

。 、 。 、る訪問看護を行った日の所定単位数に加算するものとする なお る訪問看護を行った日の所定単位数に加算するものとする なお

当該加算を介護保険で請求した場合は医療保険では重症者管理加 当該加算を介護保険で請求した場合は医療保険では重症者管理加

算を請求しないこと(緊急時訪問看護加算と医療保険の24時間連 算を請求しないこと(緊急時訪問看護加算と医療保険の24時間連

絡体制加算との関係についても同様とする。) 絡体制加算との関係についても同様とする。)

③ 特別管理加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り ③ 特別管理加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り

算定できる。なお、２か所以上の事業所から訪問看護を利用する 算定できる。なお、２か所以上の事業所から訪問看護を利用する

場合については、その分配は事業所相互の合議に委ねられる。 場合については、その分配は事業所相互の合議に委ねられる。

(12) ターミナルケア加算 (9) ターミナルケア加算

① ターミナルケア加算については、在宅で死亡した利用者の死亡 ① ターミナルケア加算については、在宅で死亡した利用者の死亡

月に加算することとされているが、ターミナルケアを行った日が 月に加算することとされているが、ターミナルケアを行った日が

月の末日の場合であって、利用者の死亡月がその翌月である場合 月の末日の場合であって、利用者の死亡月がその翌月である場合

には、ターミナルケアを行った日の属する月に算定することとす には、ターミナルケアを行った日の属する月に算定することとす

る。 る。

② ターミナルケア加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所 ② ターミナルケア加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所

に限り算定できる。 に限り算定できる。

③ ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を訪問看護

記録書に記録しなければならない。

ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記

録

イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及

びこれに対するケアの経過についての記録

ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者

及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応

の経過の記録

④ 訪問看護においてターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的

として医療機関へ搬送し、２４時間以内に死亡が確認される場合

等については、ターミナルケア加算を算定することができるもの

とする。

(13) 主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い (10) 主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い
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利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要が 利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要が

ある旨の特別指示(指定訪問看護ステーションにおいては特別指示 ある旨の特別指示(指定訪問看護ステーションにおいては特別指示

書の交付)があった場合は、交付の日から14日間を限度として医療 書の交付)があった場合は、交付の日から14日間を限度として医療

、 。 、 、 。 、保険の給付対象となるものであり 訪問看護費は算定しない なお 保険の給付対象となるものであり 訪問看護費は算定しない なお

医療機関の訪問看護の利用者について、急性増悪等により一時的に 医療機関の訪問看護の利用者について、急性増悪等により一時的に

頻回の訪問看護を行う必要があって、医療保険の給付対象となる場 頻回の訪問看護を行う必要があって、医療保険の給付対象となる場

合には、頻回の訪問看護が必要な理由、その期間等については、診 合には、頻回の訪問看護が必要な理由、その期間等については、診

療録に記載しなければならない。 療録に記載しなければならない。

(14) 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所・退院した (11) 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所・退院した

日の訪問看護の取り扱い 日の訪問看護の取り扱い

介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設を退所・退院した 介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設を退所・退院した

日については、第二の１の(3)に関わらず、厚生労働大臣が定める 日については、第二の１の(3)に関わらず、厚生労働大臣が定める

状態（23号告示第４号を参照のこと ）にある利用者に限り、訪問 状態（23号告示第４号を参照のこと ）にある利用者に限り、訪問。 。

看護費を算定できることとする。 看護費を算定できることとする。

なお、短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）にお なお、短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）にお

いても同様である。 いても同様である。

５ 訪問リハビリテーション費 ５ 訪問リハビリテーション費

(1) 算定の基準について (1) 算定の基準について

① 訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日（介護 ① 訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日（介護

老人保健施設の医師においては、入所者の退所時あるいはその直 老人保健施設の医師においては、入所者の退所時あるいはその直

近に行った診療の日）から１月以内に行われた場合に算定する。 近に行った診療の日）から１月以内に行われた場合に算定する。

別の医療機関の医師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーシ 別の医療機関の医師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーシ

ョンを実施した場合には、情報提供を行った医療機関の医師によ ョンを実施した場合には、情報提供を行った医療機関の医師によ

る当該情報提供の基礎となる診療の日から１月以内に行われた場 る当該情報提供の基礎となる診療の日から１月以内に行われた場

合に算定する。 合に算定する。

② 訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看 ② 訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看

護に当たる者に対して20分以上指導を行った場合に算定する。 護に当たる者に対して20分以上指導を行った場合に算定する。

③ 事業所が介護老人保健施設である場合にあって、医師の指示を ③ 事業所が介護老人保健施設である場合にあって、医師の指示を

受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅 受けた理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問して訪

を訪問して訪問リハビリテーションを行った場合には、訪問する 問リハビリテーションを行った場合には、訪問する理学療法士又

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時間は、介 は作業療法士の当該訪問の時間は、介護老人保健施設の人員基準

護老人保健施設の人員基準の算定に含めないこととする。なお、 の算定に含めないこととする。なお、介護老人保健施設による訪

介護老人保健施設による訪問リハビリテーションの実施にあたっ 問リハビリテーションの実施にあたっては、介護老人保健施設に

ては、介護老人保健施設において、施設サービスに支障のないよ おいて、施設サービスに支障のないよう留意する。

う留意する。
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(2) 「通院が困難な利用者」について

訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給

付することとされているが、通院によるリハビリテーションのみで

は、家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合の家屋状況の確

認を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメント

の結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定

。「 」 、 、できるものである 通院が困難な利用者 の趣旨は 通院により

同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべ

きということである。

(3) リハビリテーションマネジメント加算

① リハビリテーションマネジメントは、利用者毎に行われるケア

マネジメントの一環として行われることに留意すること。

② リハビリテーションマネジメントについては、以下のイからホ (2) 日常生活活動訓練加算

までに掲げるとおり、実施すること。 ① 日常生活活動訓練加算は、退院（退所）後早期に実用的な在宅

イ 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必 生活における諸活動の自立性の向上のために、実用歩行訓練・活

要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言 動向上訓練等を組み合わせて個々の利用者の状態像に応じて行っ

語聴覚士、看護職員、介護職員その他職種の者（以下この項に た場合に算定できるものである。当該訓練により向上させた諸活

おいて「関連スタッフ」という ）が多職種協働によりリハビ 動の能力については、家族・介護者により在宅生活での実行状況。

リテーションに関する解決すべき課題の把握（以下この項にお に生かされるよう働きかけが行われることが必要である。

いて「アセスメント」という ）とそれに基づく評価を行って なお、基本的動作訓練としての歩行訓練、座位保持訓練等のみ。

リハビリテーション実施計画を作成すること。また、作成した を行った場合、関節可動域訓練のみを行った場合、住宅改修の助

リハビリテーション実施計画については、利用者又はその家族 言又は福祉用具の選択若しくは利用方法の指導のみを行った場合

に説明し、その同意を得ること。 は、加算の対象とならない。

ロ 必要に応じ、介護支援専門員を通して、他の居宅サービス事 ② 日常生活活動訓練加算については、１日に行われる当該訓練が

業所のサービス担当者に対してリハビリテーションに関する情 複数回にわたる場合であっても、１回として算定する。

、 、 、報伝達（日常生活上の留意点、介護の工夫等）や連携を図ると ③ 日常生活活動訓練加算を算定するにあたっては 医師 看護師

ともに、居宅サービス計画の変更の依頼を行うこと。 理学療法士、作業療法士等が共同してリハビリテーション実施計

ハ 各利用者について、概ね ヶ月毎に、リハビリテーション 画を作成し、これに基づいて行った訪問リハビリテーションの効3
に関するアセスメントとそれに基づく評価を行い、リハビリテ 果、実施方法等について評価等を行う。

ーション実施計画の見直しを行って、その内容を利用者又はそ ④ 当該日常生活活動訓練を行うために、以下のものについては必

の家族に説明し、その同意を得ること。なお、短期集中リハビ 要に応じて備えられていることが望ましい。

リテーション実施加算を算定している利用者については、病院 各種測定用器具（角度計、握力計等 、血圧計、各種歩行補助具）

（ 、 ）、 （ ）、等からの退院（所）日又は認定日から起算して１ヶ月以内の期 四脚杖 ウォーカーケイン等 各種装具 長・短下肢装具等

間にも、アセスメントとそれにもとづく評価を行うこと。 各種日常生活活動訓練用器具

ニ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテ
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ーションカンファレンスを行うこと。

ホ 利用終了時には、サービス担当者会議等を通じて、居宅介護

支援事業所の介護支援専門員や利用者の主治の医師に対してリ

ハビリテーションに必要な情報提供を行うこと。

③ リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション実

施計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた

日から算定を開始するものとすること。

(4) 集中的な訪問リハビリテーションについて

集中的な訪問リハビリテーションとは、１週につき概ね２回以上

実施する場合をいう。

(5) 記録の整備について (3) 記録の整備について

① 医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行っ ① 医師は、理学療法士又は作業療法士に対して行った指示内容の

た指示内容の要点を診療録に記入する。 要点を診療録に記入する。

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーショ 理学療法士又は作業療法士は、リハビリテーション実施計画書

ン実施計画書（別紙様式またはこれに準ずるもの）の内容を利用 （別紙様式またはこれに準ずるもの）の内容を利用者に説明し、

者に説明し、記録するとともに、医師の指示に基づき行った指導 記録するとともに、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点

の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく なお 及び指導に要した時間を記録にとどめておく。なお、当該記載に。 、

当該記載については、医療保険の診療録に記載することとしても ついては、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、下

よいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるよう 線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること

にすることとする。 とする。

② リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当 ② リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当

者等）は利用者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテーシ 者等）は利用者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテーシ

ョン従事者により閲覧が可能であるようにすること。 ョン従事者により閲覧が可能であるようにすること。

６ 居宅療養管理指導費 ６ 居宅療養管理指導費

(1) 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について (1) 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について

ア 算定内容 ① 主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、 計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、指

計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、指 定居宅介護支援事業者等に対する介護サービス計画の策定等に必

定居宅介護支援事業者（指定居宅介護支援事業所に属し、利用者 要な情報提供又は利用者若しくはその家族等に対する介護サービ

に居宅介護支援を行う介護支援専門員。以下この項において「ケ スを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言

アマネジャー」という ）等に対する介護サービス計画（以下こ を行った場合に算定することとするが、当該月の訪問診療又は往。

の項において「ケアプラン」という ）の策定等に必要な情報提 診を行った日を算定日とし、請求明細書の摘要欄に当該訪問診療。

供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用 又は往診の日を記入することとする。

する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った なお、当該医師が当該月に医療保険において 「寝たきり老人、
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場合に算定する。 在宅総合診療料」を当該利用者について算定した場合には、当該

なお、当該医師が当該月に医療保険において 「在宅時医学総 医師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定することとする。、

合管理料（仮 」を当該利用者について算定した場合には、当該）

医師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。

イ 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法

① ケアマネジャー等に対する情報提供の方法

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議

への参加により行うことを基本とする（必ずしも文書等による必

要はない 。。）

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催さ

れない場合等においては、下記の「情報提供すべき事項 （薬局」

薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含

。） 、 、 （ 、 ）む について 原則として 文書等 メール ＦＡＸ等でも可

により、ケアマネジャー等に対して情報提供を行うことで足りる

ものとする。

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った

場合については、その情報提供の要点を記載すること。当該記載

、 、については 医療保険の診療録に記載することは差し支えないが

下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにするこ

と。

また、文書等により情報提供を行った場合については、当該文

書等の写しを診療録に添付する等により保存すること。

（情報提供すべき事項）

ア 基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師氏

名、利用者の氏名、生年月日、性別、住所、連絡先等）

イ 利用者の病状、経過等

ウ 介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等

エ 利用者の日常生活上の留意事項

※ 上記に係る情報提供については、診療報酬点数表における

診療情報提供料に定める様式を活用して行うこともできるこ

ととする。
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② 利用者・家族等に対する指導又は助言の方法 ② 主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、

介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関する指 １人の利用者についてそれぞれ月２回まで算定することができ

導又は助言は、文書等の交付により行うよう努めること。 る。

なお、口頭により指導又は助言を行った場合については、その

要点を記録すること。当該記載については、医療保険の診療録に

記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の

記載と区別できるようにすること。

また、文書等により指導又は助言を行った場合については、当

該文書等の写しを診療録に添付する等により保存すること。

ウ 減算の取扱いについて

居宅療養管理指導（Ⅰ）を算定する場合において、ケアマネジャ

ー等に対する情報提供を行わない場合については、所定単位数から

減算されることとなる。

エ 算定回数について

主治の医師及び歯科医師が、１人の利用者について、それぞれ月

２回まで算定することができる。

オ 算定日について

算定日は、当該月の訪問診療又は往診を行った日とする。また、

請求明細書の摘要欄には、訪問診療若しくは往診の日又は当該サー

ビス担当者会議に参加した場合においては、参加日若しくは参加が

、 。困難な場合においては 文書等を交付した日を記入することとする

③ また、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者等に対して情

報提供を行った場合には、その要点を診療録に記載する。利用者

又はその家族等に対する介護に関する指導等を行った場合にも同

様とする。なお、当該記載については、医療保険の診療録に記載

することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載

。 、 、と区別できるようにすることとする また 居宅介護支援事業者

居宅サービス事業者等への情報提供については、必ずしも文書で

行う必要はない。

(2) 薬剤師が行う居宅療養管理指導について (2) 薬剤師が行う居宅療養管理指導について
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① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科 ① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科

医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、ま 医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、ま

た、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師 た、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師

、 、 、 、 、 、 、 、の指示に基づき 利用者の居宅を訪問して 薬歴管理 服薬指導 の指示に基づき 利用者の居宅を訪問して 薬歴管理 服薬指導

薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行 薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行

い、提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその い、提供した居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を

家族等に対して積極的に文書等にて提供するよう努め、速やかに 作成するとともに、医師又は歯科医師に報告することとする。薬

記録（薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬 局薬剤師にあっては指示医に対し訪問結果について必要な情報提

剤師にあっては薬剤管理指導記録）を作成するとともに、医師又 供を文書で行うこととする。

は歯科医師に報告することとする。また、必要に応じて、指定居 なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記載することとする。

宅介護支援事業者等に対して情報提供するよう努めることとす

る。薬局薬剤師にあっては当該居宅療養管理指導の指示を行った

医師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書

で行うこととする。なお、提供した文書等の写しがある場合は、

記録に添付する等により保存する。

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。

② 薬局薬剤師の策定する「薬学的管理指導計画」は処方医から提 ② 薬局薬剤師の策定する「薬学的管理指導計画」は処方医から提

供された医師・歯科医師の居宅療養管理指導における情報提供等 供された診療状況を示す文書等に基づき、又は必要に応じ処方医

に基づき、又は必要に応じ処方医と相談しながら、利用者の心身 と相談しながら、利用者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定

の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものであり、薬剤の管理 されるものであり、薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作

方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施すべき 用等を確認した上、実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回

指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載する。 数、訪問間隔等を記載する。

策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付す 策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録等に添付

る等により保存する。 する等の方法により保存する。

原則として、利用者の居宅を訪問する前に策定する。 原則として、利用者の居宅を訪問する前に策定する。

訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画 訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画

の見直しを行う。少なくとも１月に１回は見直しを行うほか、処 の見直しを行う。少なくとも１月に１回は見直しを行うほか、処

方薬剤の変更があった場合にも適宜見直しを行うこと。 方薬剤の変更があった場合にも適宜見直しを行うこと。

③ 居宅療養管理指導費を月２回以上算定する場合（がん末期患者 ③ 居宅療養管理指導費を月２回以上算定する場合にあっては、算

に対するものを除く ）にあっては、算定する日の間隔は６日以 定する日の間隔は６日以上とする。。

上とする。がん末期患者については、週２回かつ月８回に限り算

定できる。

④ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、 ④ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、

薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア～ツについて記載しな 薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア～ツについて記載しな

ければならない。 ければならない。
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ア 利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の番 ア 利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の番

号、住所、必要に応じて緊急時の連絡先等の利用者についての 号、住所、必要に応じて緊急時の連絡先等の利用者についての

記録 記録

イ 処方した医療機関名及び処方医氏名、処方日、処方内容等の イ 処方した医療機関名及び処方医氏名、処方日、処方内容等の

処方についての記録 処方についての記録

ウ 調剤日、処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記 ウ 調剤日、処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記

録 録

エ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用等の利用者についての エ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用等の利用者についての

情報の記録 情報の記録

オ 利用者又はその家族等からの相談事項の要点 オ 利用者又はその家族等からの相談事項の要点

カ 服薬状況 カ 服薬状況

キ 利用者の服薬中の体調の変化 キ 利用者の服薬中の体調の変化

ク 併用薬（一般用医薬品を含む ）の情報 ク 併用薬（一般用医薬品を含む ）の情報。 。

ケ 合併症の情報 ケ 合併症の情報

コ 他科受診の有無 コ 他科受診の有無

サ 副作用が疑われる症状の有無 サ 副作用が疑われる症状の有無

シ 飲食物（現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認め シ 飲食物（現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認め

られているものに限る ）の摂取状況等 られているものに限る ）の摂取状況等。 。

ス 指導した薬剤師の氏名 ス 指導した薬剤師の氏名

セ 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名 セ 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名

ソ 処方医から提供された情報の要点 ソ 処方医から提供された情報の要点

タ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容（薬剤の保管状況、 タ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容（薬剤の保管状況、

服薬状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複作 服薬状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複作

用、相互作用の確認等） 用、相互作用の確認等）

チ 訪問に際して行った指導の要点 チ 訪問に際して行った指導の要点

ツ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点 ツ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、医療機関の薬剤師にあっ ⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、医療機関の薬剤師にあっ

ては薬剤管理指導記録に、少なくとも以下のア～カについて記載 ては薬剤管理指導記録に、少なくとも以下のア～カについて記載

しなければならない。 しなければならない。

ア 利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号 ア 利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号

イ 利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴 イ 利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴

（ 、 、 、 （ 、 、 、ウ 薬学的管理の内容 医薬品の保管状況 服薬状況 重複投薬 ウ 薬学的管理の内容 医薬品の保管状況 服薬状況 重複投薬

配合禁忌等を含む ） 配合禁忌等を含む ）。 。

エ 利用者への指導及び利用者からの相談の要点 エ 利用者への指導及び利用者からの相談の要点

オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名 オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名
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カ その他の事項 カ その他の事項

⑥ 居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬された医薬品に ⑥ 居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬された医薬品に

ついて 医療機関又は薬局の薬剤師が以下の情報を知ったときは ついて、医療機関の薬剤師が以下の情報を知ったときは、原則と、 、

原則として当該薬剤師は、速やかに当該利用者の主治医に対し、 して当該薬剤師は、速やかに当該利用者の主治医に対し、当該情

当該情報を文書により提供するものとする。 報を文書により提供するものとする。

ア 医薬品緊急安全性情報 ア 医薬品緊急安全性情報

イ 医薬品等安全性情報 イ 医薬品等安全性情報

⑦ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っ ⑦ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っ

ている場合は、居宅療養管理指導費は、算定しない。 ている場合は、居宅療養管理指導費は、算定しない。

⑧ 居宅において疼痛緩和のために厚生労働大臣が別に定める特別 ⑧ 居宅において疼痛緩和のために厚生労働大臣が別に定める特別

な薬剤(以下「麻薬」という。)は 「麻薬及び向精神薬取締法(昭 な薬剤(以下「麻薬」という。)は 「麻薬及び向精神薬取締法(昭、 、

和28年法律第14号)第２条第１項に規定する麻薬」のうち、使用 和28年法律第14号)第２条第１項に規定する麻薬」のうち、使用

薬剤の購入価格(薬価基準)(平成14年厚生労働省告示第87号)に収 薬剤の購入価格(薬価基準)(平成14年厚生労働省告示第87号)に収

載されている医薬品であり、以降、改定がなされた際には、改定 載されている医薬品であり、以降、改定がなされた際には、改定

後の最新の薬価基準に収載されているものを意味する。 後の最新の薬価基準に収載されているものを意味する。

⑨ 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている利用者に対し ⑨ 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている利用者に対し

て、麻薬の服用及び保管取扱い上の注意事項等に関し必要な指導 て、麻薬の服用及び保管取扱い上の注意事項等に関し必要な指導

を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行 を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行

った場合に算定する。なお、薬局薬剤師にあっては、処方せん発 った場合に算定する。なお、薬局薬剤師にあっては、処方せん発

行医に対して必要な情報提供を行うことが必要である。 行医に対して必要な情報提供を行うことが必要である。

⑩ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、薬局薬剤師にあ ⑩ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、薬局薬剤師にあ

っては薬剤服用歴の記録に④の記載事項に加えて、少なくとも次 っては薬剤服用歴の記録に④の記載事項に加えて、少なくとも次

の事項について記載されていなければならない。 の事項について記載されていなければならない。

ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理の内容(麻薬の ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理の内容(麻薬の

保管管理状況、服薬状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和 保管管理状況、服薬状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和

の状況、麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確 の状況、麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確

認等) 認等)

イ 訪問に際して行った患者又は家族への指導の要点(麻薬に係 イ 訪問に際して行った患者又は家族への指導の要点(麻薬に係

る服薬指導、保管管理の指導等) る服薬指導、保管管理の指導等)

ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬 ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬

状況、疼痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関する 状況、疼痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関する

事項を含む。)の要点 事項を含む。)の要点

エ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都 エ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都

道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に 道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に

添付することで差し支えない。) 添付することで差し支えない。)
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⑪ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、医療機関の薬 ⑪ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、医療機関の薬

剤師にあっては薬剤管理指導記録に⑤の記載事項に加えて、少な 剤師にあっては薬剤管理指導記録に⑤の記載事項に加えて、少な

くとも次の事項について記載されていなければならない。 くとも次の事項について記載されていなければならない。

ア 麻薬に係る薬学的管理の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状 ア 麻薬に係る薬学的管理の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状

況、疼痛緩和の状況等) 況、疼痛緩和の状況等)

イ 麻薬に係る利用者又は家族への指導・相談事項(麻薬に係る イ 麻薬に係る利用者又は家族への指導・相談事項(麻薬に係る

服薬指導、保管管理の指導等) 服薬指導、保管管理の指導等)

ウ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項 ウ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項

エ その他の麻薬に係る事項 エ その他の麻薬に係る事項

⑫ 医師又は歯科医師は、薬剤師への指示事項及び実施後の薬剤師

からの報告による留意事項を記載する。なお、当該記載につい

ては、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、下線

又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること

とする。また、薬局薬剤師による訪問結果についての必要な情

報提供についての文書は、診療録に添付する等により保存する

こととする。

(3) 管理栄養士の居宅療養管理指導について (3) 管理栄養士の居宅療養管理指導について

① 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、居宅で療養を ① 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、医師が当該利

行っており、通院による療養が困難な利用者について、医師が当 用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認め

該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を た場合であって、当該医師の食事せんに基づき、管理栄養士が利

認めた場合又は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した 用者の居宅を訪問し、患者の生活条件、し好等を勘案した食品構

場合であって、当該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の 成に基づく食事計画案又は具体的な献立を示した栄養食事指導せ

居宅を訪問し、栄養ケア計画を作成し当該計画を患者又はその家 んを患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該指導せ

族等に対して交付するとともに、当該栄養ケア計画に従った栄養 んに従った調理を介して実技を伴う指導を30分以上行った場合に

管理に係る情報提供及び栄養食事相談又は助言を30分以上行った 算定する。

場合に算定する。 なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記載する。

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。

② 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行 ② 管理栄養士への指示事項は、当該利用者ごとに適切なものとす

われていれば算定できる。 るが、少なくとも熱量・熱量構成、蛋白質量、脂質量・脂質構成

(不飽和脂肪酸／飽和脂肪酸比)についての具体的な指示を含まな

ければならない。

③ 当該居宅療養管理指導に係る指示を行った医師は、訪問診療の ③ 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行

結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄 われていれば算定できる。

養ケア計画を添付する等により保存する。また、栄養ケア計画に
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基づき、実際に居宅療養管理指導を行う管理栄養士に対して指示

等を行い、指示等の内容の要点を記載する。さらに、栄養ケア計

画の見直しに当たっては、管理栄養士の報告をうけ、医師の訪問

診療の結果等に基づき、指示した内容の要点を記載し、共同で作

成した栄養ケア計画を添付する等により保存する。なお、当該記

載及び添付については、医療保険の診療録に記載及び添付するこ

、 、 、ととしてもよいが 記載については 下線又は枠で囲う等により

他の記載と区別することとする。

④ 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、以下のアから

クまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。

ア 利用者の低栄養状態のリスクを、把握すること（以下「栄養

スクリーニング」という 。。）

イ 栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把

握すること（以下「栄養アセスメント」という 。。）

、 、 、 、ウ 栄養アセスメントを踏まえ 管理栄養士は 医師 歯科医師

看護師、薬剤師その他の職種の者と共同して、利用者ごとに摂

食・嚥下機能及び食形態にも配慮された栄養補給に関する事項

（栄養補給量、補給方法等 、栄養食事相談に関する事項（食）

事に関する内容、利用者又は家族が主体的に取り組むことがで

きる具体的な内容及び相談の実施方法等 、解決すべき事項に）

対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケ

ア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画について

は、居宅療養管理指導の対象となる利用者又はその家族に説明

し、その同意を得ること。

エ 栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管理に係る必要な情報

提供及び栄養食事相談又は助言を実施するとともに、栄養ケア

計画に実施上の問題（栄養補給方法の変更の必要性、関連職種

が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば

直ちに当該計画を修正すること。

オ 他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場合

には、当該利用者に係る居宅療養管理指導の指示を行った医師

を通じ、介護支援専門員に対して情報提供を行うこと。

カ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の

状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行い、当該居宅療養

管理指導に係る指示を行った医師に対する報告を行うこと。な
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お、低栄養状態のモニタリングにおいては、体重を測定するな

ど、ＢＭＩや体重減少率等から利用者の栄養状態の把握を行う

こと。

キ 利用者について、概ね３か月を目途として、低栄養状態のリ

スクについて、栄養スクリーニングを実施し、医師の指示のも

とに関連職種と共同して当該計画の見直しを行うこと。

ク 管理栄養士は、利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を記

録する。なお、交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録に添

付する等により保存すること。

⑤ 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対す ④ 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対す

る潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、ク る潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、ク

ローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患 ローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患

者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度が＋40％以上又はB 者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度が＋40％以上又はB

MIが30以上)の患者に対する治療食を含む。なお、高血圧の患者 MIが30以上)の患者に対する治療食を含む。なお、高血圧の患者

に対する減塩食（食塩相当量の総量が7.0グラム以下のものに限 に対する減塩食(塩分の総量が7.0グラム以下のものに限る。)及

る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。) び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための

のための流動食は、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、 流動食は、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、介護福祉

介護福祉施設サービス費、介護保健施設サービス費及び介護療養 施設サービス費、介護保健施設サービス費及び介護療養施設サー

施設サービス費の療養食加算の場合と異なり、居宅療養管理指導 ビス費の療養食加算の場合と異なり、居宅療養管理指導の対象と

の対象となる特別食に含まれる。 なる療養食に含まれる。

⑤ 医師は、診療録に管理栄養士への指示事項を記載する。なお、

当該記載については、医療保険の診療録に記載することとしても

よいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるよう

にすることとする。管理栄養士は、指導の対象となった利用者ご

とに栄養指導記録を作成するとともに、当該栄養指導記録に指導

を行った献立又は食事計画の例についての総カロリー、栄養素別

の計算及び指導内容の要点を明記する。

(4) 歯科衛生士等の居宅療養管理指導について (4) 歯科衛生士等の居宅療養管理指導について

① 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、訪問歯科診 ① 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、訪問歯科診

療を行った利用者又はその家族等に対して、当該訪問診療を行っ 療を行った利用者又はその家族等に対して、当該訪問診療を行っ

た歯科医師の指示に基づき、当該医療機関に勤務（常勤又は非常 た歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基

勤）する歯科衛生士等が、利用者の居宅を訪問して、利用者又は づき、当該医療機関に勤務（常勤又は非常勤）する歯科衛生士等

その家族の同意及び訪問診療の結果等に基づき作成した管理指導 が、利用者の居宅を訪問して、療養上必要な実地指導を行った場

計画を患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該管理 合について算定し、単なる日常的な口腔清掃等のケアを行った場

指導計画に従った療養上必要な実地指導を１人の利用者に対して 合は算定できない。
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歯科衛生士等が1対1で20分以上行った場合について算定し、実地

指導が単なる日常的な口腔清掃等であるなど療養上必要な指導に

該当しないと判断される場合は算定できない。

なお、請求明細書の摘要欄に当該居宅療養管理指導に係る指示 ② １人の患者に対して歯科衛生士等が１対１で20分以上実施する

を行った歯科医師が訪問診療を行った日と歯科衛生士等の訪問日 ものをいう。

を記入することとする。

② 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導は、指示を行った歯科医

師の訪問診療の日から起算して3月以内に行われた場合に算定す

る。

③ 歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行った時間とは、実際に指 ③ 歯科衛生士等が訪問指導を行った時間とは、実際に指導を行っ

導を行った時間をいうものであり、指導のための準備や利用者の た時間をいうものであり、指導のための準備や利用者の移動に要

移動に要した時間等は含まない。 した時間等は含まない。

④ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、医療機関に ④ 歯科医師の策定する訪問指導計画は、歯科医師が利用者又はそ

勤務する歯科衛生士等が、当該医療機関内で歯科医師からの直接 の家族の同意及び歯科訪問診療の結果に基づき策定するものであ

の指示並びに管理指導計画に係る助言等 以下 指示等 という り、当該訪問指導計画には、利用者の疾病の状況及び歯科衛生士（ 「 」 。）

を受け、当該医療機関から居宅に訪問して実施した場合に算定す 等が行う療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等の具体的な計画

る。なお、終了後は当該医療機関内において、指示等を行った歯 を含む。なお、実地内容が単なる日常的口腔清掃等のケアである

科医師に直接報告するものとする。 など療養上必要な指導に該当しないと判断される場合は算定でき

ない。

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指 ⑤ 歯科医師は策定した訪問指導計画に基づき、実際に訪問指導を

導計画を当該記録に添付する等により保存するとともに、指導の 行う歯科衛生士等に対し訪問指導に係る指示を行う。なお、策定

対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の した訪問指導計画は診療録に添付する。

開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関す

る要点、歯科医師からの指示等、歯科医師の訪問診療に同行した

場合には当該歯科医師の診療開始及び終了時刻及び担当者の署名

を明記し、指示等を行った歯科医師に報告する。

⑥ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、以下のアか ⑥ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、医療機関に

らカまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 勤務する歯科衛生士等が当該医療機関内で歯科医師からの直接の

ア 利用者の口腔機能（口腔衛生状態及び摂食・嚥下機能等）の 指示を受け、当該医療機関から居宅に訪問して実施した場合に算

リスクを、把握すること（以下「口腔機能スクリーニング」と 定する。なお、終了後は当該医療機関内において、指示を行った

いう 。 歯科医師に直接報告するものとする。。）

イ 口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題

を把握すること（以下「口腔機能アセスメント」という 。。）

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その

他の職種の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生状態に関する
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事項（口腔内の清掃、有床義歯の清掃等 、摂食・嚥下機能に）

関する事項（摂食・嚥下機能の維持・向上に必要な実地指導、

歯科保健のための食生活指導等 、解決すべき課題に対し関連）

職種が共同して取り組むべき事項等を記載し、利用者の疾病の

状況及び療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等の具体的な計

画を含めた管理指導計画を作成すること。また、作成した管理

指導計画については、居宅療養管理指導の対象となる利用者又

はその家族に説明し、その同意を得ること。

エ 管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地指導を実

施するとともに、管理指導計画に実施上の問題（口腔清掃方法

の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直

しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。

オ 利用者の口腔機能に応じて、定期的に、利用者の生活機能の

状況を検討し、口腔機能のモニタリングを行い、当該居宅療養

管理指導に係る指示を行った歯科医師に対する報告を行うこ

と。なお、口腔機能のモニタリングにおいては、口腔衛生状態

の評価、反復唾液嚥下テスト等から利用者の口腔機能の把握を

行うこと。

カ 利用者について、概ね3ヶ月を目途として、口腔機能のリス

クについて、口腔機能スクリーニングを実施し、当該居宅療養

管理指導に係る指示を行った歯科医師に報告し、歯科医師によ

る指示に基づき、必要に応じて管理指導計画の見直しを行うこ

と。なお、管理指導計画の見直しに当たっては、歯科医師その

他の職種と共同して行うこと。

⑦ 当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師は、訪問診 ⑦ 歯科医師は診療録に日付、訪問先、通院の困難な理由、指導の

療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成し 開始及び終了時刻をするものとし、請求明細書の摘要欄に訪問日

た管理指導計画を添付する等により保存する。また、管理指導計 を記載する。

画に基づき、実際に実地指導を行う歯科衛生士等に対して指示等

を行い、指示等の内容の要点を記載する。さらに、管理指導計画

の見直しに当たっては、歯科衛生士等の報告をうけ、歯科医師の

訪問診療の結果等に基づき、指示した内容（療養上必要な実地指

導の継続の必要性等）の要点を記載し、共同で作成した管理指導

計画を添付する等により保存する。なお、当該記載及び添付につ

いては、医療保険の診療録に記載及び添付することとしてもよい

が、記載については、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区
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別することとする。

⑧ 利用者の口腔機能の状態によっては、歯科衛生士等の行う居宅

療養管理指導によるよりも、医療における対応がより適切である

場合も想定されることから、その疑いがある場合は、利用者又は

家族等の同意を得て、指示を行った歯科医師、歯科医師を通した ⑧ 歯科医師は歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導に関し、歯科

指定居宅介護支援事業者等への情報提供等の適切な措置を講じる 衛生士等に指示した内容の要点を診療録に記載する。なお、診療

こととする。 録の記載については、医療保険の診療録に記載することとしても

よいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別することと

する。

⑨ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、患者氏名、訪問

先、指導の開始及び終了時刻、指導の要点、主訴の改善、食生活

の改善等に関する要点及び担当者の署名を明記し、主治の歯科医

師に報告する。

(5) その他

居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から徴収しても (5) その他

よいものとする。 居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から徴収しても

よいものとする。

７ 通所介護費 ７ 通所介護費

(1) 「併設されている」の意義

併設型通所介護費又は認知症専用併設型通所介護費が算定される

ためには、特別養護老人ホーム等に併設されている必要がある(厚

生大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第26号。以下「施設

基準」という。)第１号ロ(1)及び同号ニ(1)）が、これは、併設本

体施設の特別養護老人ホーム等と通所介護事業所が空間的に近い場

合には、例えば、管理者や従業者の兼務、施設や設備の共用等を行

えることを踏まえ、そうした事業経営の実態に適正な介護報酬を算

。 、 「 」定しようという趣旨である よって ここでいう 併設されている

とは、特別養護老人ホーム等と同一の建物内に事業所がある場合の

ほか、同一敷地内、隣接又は近接する敷地（ここでいう「近接」と

は併設本体施設の管理者が支障なくその管理業務を兼務できると認

められる範囲をいう ）に事業所がある場合を含むものであるが、。

具体的な判断に際しては、上記の趣旨を踏まえ、実質的に判断され

るものである。例えば、併設本体施設と通所介護事業所が別法人で

ある場合には、物理的に同一敷地内にあっても、併設しているとみ
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なされず、単独型の単位数を算定できる。また、併設本体施設と通

所介護事業所が同一法人である場合には、管理者が独立して配置さ

れていても、併設の要件に合致すれば、併設型の単位数を算定する

ことなる。

(2) 「認知症の症状を呈する利用者」の意義

認知症専用単独型通所介護費及び認知症専用併設型通所介護費

は 「認知症の症状を呈する利用者のみを対象としている」場合に、

算定される(施設基準第１号ハ(2))ものであるが、ここでいう「痴

呆の症状を呈する利用者」とは 「 認知症である老人の日常生活、「

自立度判定基準」の活用について」(平成５年10月26日老健第135号

厚生省老人保健福祉局長通知)によるランクが概ねⅡ以上に該当す

ると認められる者を指すものであること。利用者が当該基準に該当

するかどうかは、事業者が判断することになるが、その判断に係る

記録（医師の診断書、利用者の同意を得て参照した意見書等の内容

を転記した書類等）を整備し、保存しておく必要がある。

(1) 所要時間による区分の取扱い (3) 所要時間による区分の取扱い

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所

介護計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時 介護計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時

間によることとされたところであり、単に、当日のサービス進行状 間によることとされたところであり、単に、当日のサービス進行状

況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を 況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を

超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されている 超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されている

とは認められないものであること。したがって、この場合は当初計 とは認められないものであること。したがって、この場合は当初計

画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるもの 画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるもの

であること(このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サ であること(このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サ

ービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えな ービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えな

い)。また、ここでいう通所介護を行うのに要する時間には、送迎 い)。また、ここでいう通所介護を行うのに要する時間には、送迎

に要する時間は含まれないものであること。 に要する時間は含まれないものであること。

これに対して、通所介護計画上、６時間以上８時間未満の通所介 これに対して、通所介護計画上、６時間以上８時間未満の通所介

護を行っていたが、当日の利用者の心身の状況から、５時間の通所 護を行っていたが、当日の利用者の心身の状況から、５時間の通所

介護を行った場合には、６時間以上８時間未満の通所介護の単位数 介護を行った場合には、６時間以上８時間未満の通所介護の単位数

を算定できる。 を算定できる。

なお、同一の日の異なる時間帯に２以上の単位(指定居宅サービ なお、同一の日の異なる時間帯に２以上の単位(指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令 ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令

第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第93条に規定す 第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第93条に規定す

る指定通所介護の単位をいう。以下同じ。)を行う事業所において る指定通所介護の単位をいう。以下同じ。)を行う事業所において
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は、利用者が同一の日に複数の指定通所介護の単位を利用する場合 は、利用者が同一の日に複数の指定通所介護の単位を利用する場合

には、それぞれの通所介護の単位について所定単位数が算定される には、それぞれの通所介護の単位について所定単位数が算定される

こと。 こと。

(2) ２時間以上３時間未満の通所介護を行う場合の取扱い (4) ２時間以上３時間未満の通所介護を行う場合の取扱い

２時間以上３時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者 ２時間以上３時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者

は、心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病後 は、心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病後

等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要があ 等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要があ

る者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利 る者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利

用が困難な者(23号告示第７号)であること。なお、２時間以上３時 用が困難な者(23号告示第７号)であること。なお、２時間以上３時

間未満の通所介護であっても、通所介護の本来の目的に照らし、単 間未満の通所介護であっても、通所介護の本来の目的に照らし、単

に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生 に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生

活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施 活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施

されるべきものであること。 されるべきものであること。

(3) ６時間以上８時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービス (5) ６時間以上８時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービス

を行った場合の加算の取扱い を行った場合の加算の取扱い

延長加算は、所要時間６時間以上８時間未満の通所介護の前後に連 延長加算は、所要時間６時間以上８時間未満の通所介護の前後に連

続して日常生活上の世話を行う場合について、２時間を限度として算 続して日常生活上の世話を行う場合について、２時間を限度として算

定されるものであり、例えば、 定されるものであり、例えば、

① ８時間の通所介護の後に連続して２時間の延長サービスを行っ ① ８時間の通所介護の後に連続して２時間の延長サービスを行っ

た場合 た場合

、 、 、 、② ８時間の通所介護の前に連続して１時間 後に連続して１時間 ② ８時間の通所介護の前に連続して１時間 後に連続して１時間

合計２時間の延長サービスを行った場合には、２時間分の延長サ 合計２時間の延長サービスを行った場合には、２時間分の延長サ

ービスとして100単位が算定される。 ービスとして100単位が算定される。

また、当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が８時 また、当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が８時

間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、 間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、

③ ７時間の通所介護の後に連続して２時間の延長サービスを行っ ③ ７時間の通所介護の後に連続して２時間の延長サービスを行っ

た場合 た場合

には、通所介護と延長サービスの通算時間は９時間であり、１時間分 には、通所介護と延長サービスの通算時間は９時間であり、１時間分

（＝９時間－８時間）の延長サービスとして50単位が算定される。 （＝９時間－８時間）の延長サービスとして50単位が算定される。

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこ なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこ

とが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に とが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に

算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従 算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従

業者を置いていること。 業者を置いていること。

(4) 事業所規模による区分の取扱い

① 事業所規模による区分については、施設基準第1号イ(1)に基づ
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き、前年度（毎年4月１日に始まり翌年3月31日をもって終わる年

度とする。以下この項において同じ ）の1月当たりの平均利用。

延人員数により算定すべき通所介護費を区分しているところであ

るが、当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定に

より、当該指定通所介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定

介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施

している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所における前年

度の1月当たりの平均利用延人員数を含むこととされているとこ

ろである。したがって、仮に指定通所介護事業者が指定介護予防

通所介護事業者の指定を併せて受けている場合であっても、事業

が一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施され

ている場合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通

所介護事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、３時間以上４時間未満

の報酬を算定している利用者（２時間以上３時間未満の報酬を算

定している利用者を含む ）については、利用者数に２分の１を。

乗じて得た数とし、４時間以上６時間未満の報酬を算定している

利用者については利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。ま

た、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所介護事業

、 、所の利用者の計算については 単純に延人員を加えるのではなく

同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日毎に加えてい

くこととする。

③ 前年度の実績が６月に満たない事業者（新たに事業を開始し、

又は再開した事業者を含む）又は前年度から定員を概ね２５％以

上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度

に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届

け出た当該事業所の利用定員の90%に予定される1月当たりの営業

日数を乗じて得た数とする。

④ 毎年度 月 日時点において、事業を実施している事業者で3 31
あって、 月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通4
所介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前

3 1年度において通所介護費を算定している月（ 月を除く ）の。

月当たりの平均利用延人員数とする。

⑤ なお、注 において定める平均利用延人員数の計算について4
も、上記①から④と同様の取扱いとする。 (6) 機能訓練体制加算の取扱い
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(5) 個別機能訓練加算の取扱い 機能訓練体制加算は、１日120分以上、専ら機能訓練指導員の職

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づ 務に従事する理学療法士等を１名以上配置している場合について算

き、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という ） 定されるものであるが、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ理学。

について算定する。 療法士等を配置している場合は、その曜日におけるサービスのみが

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練（以下「個別機能訓練」とい 当該加算の算定対象となる。ただし、この場合、理学療法士等が配

う ）は、１日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する 置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者。

理学療法士等を１名以上配置して行うものであること。この場合 に周知されている必要がある。なお、通所介護事業所の看護職員が

において、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を 加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の

配置している場合は、その曜日におけるサービスのみが当該加算 時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定

の算定対象となる。ただし、この場合、理学療法士等が配置され に含めない。

る曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周

知されている必要がある。なお、通所介護事業所の看護職員が加

算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の

時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算

定に含めない。

、 、 、③ 個別機能訓練を行うに当たっては 機能訓練指導員 看護職員

介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎に

その目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、

これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について

評価等を行う。

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその3か月後に1回以上

利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）

は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従

事者により閲覧が可能であるようにすること。 (7) 送迎加算の取扱い

送迎加算は、原則として、送迎車により利用者の居宅まで送り迎

えする場合について算定されるものである。ただし、道路が狭隘で

居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から

妥当と考えられ、かつ、利用者それぞれに送り迎え方法をあらかじ

め定めるなどの適切な方法で行うものについては当該加算の算定対

象となる。

、 、 、また 通所介護計画上 送迎の提供が位置付けられている場合に

利用者側の事情により、送迎を実施しなかった場合については、加

算を算定できない。

(6) 入浴介助加算の取扱い (8) 入浴介助加算の取扱い
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通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行 通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行

う場合について算定されるものである(23号告示第８号イ)が、この う場合について算定されるものである(23号告示第８号イ)が、この

場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことで 場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことで

あり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、 あり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、

極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のため 極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のため

の声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に の声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に

直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象とな 直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象とな

るものであること。 るものであること。

通所介護特別入浴介助加算の対象となるのは、いわゆる特別浴槽

を使用して入浴介助を行う場合であり、23号告示第８号ロに該当す

る場合であれば、ストレッチャー等を用いた昇降式浴槽、いす等を

用いたリフト式浴槽、シャワーバス等その浴槽の形態は問わないも

のであること。

、 、 、 、 、 、また 通所介護計画上 入浴の提供が位置付けられている場合に また 通所介護計画上 入浴の提供が位置付けられている場合に

利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加 利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加

算を算定できない。 算を算定できない。

(7) 若年性認知症ケア加算の取扱い

① 若年性認知症の利用者に対するサービスを提供するに当たって

は、一般の利用者とは区分し行うこと。なお、このことは、人員

配置上、若年性認知症の利用者に対するサービス提供は別単位と

して取り扱うという趣旨ではなく、当該利用者の特性やニーズを

踏まえ、一般の利用者とはサービス内容やサービス提供の場を別

にするという趣旨であるので留意すること。

② 若年性認知症の利用者に対するサービス内容は、授産作業的な

アクティビティ、スポーツ、創作的活動等の若年者としてのニー

ズを踏まえたプログラムとすること。

③ 事業を実施する事業者は、若年性認知症の利用者の家族に対し

て相談支援を行うとともに、若年性認知症に対する情報収集と情

報提供に努めること。なお、地域に家族会がある場合など、必要

に応じ家族会との情報交換や市町村等を通じた家族会に対する情

報提供にも配慮されたいこと。

(8) 栄養マネジメント加算の取扱い

① 栄養マネジメント加算の算定に係る栄養改善サービスの提供

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われ

ることに留意すること。
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② 管理栄養士を 名以上配置して行うものであること。1
③ 栄養マネジメント加算を算定できる利用者は、ＢＭＩが標準を

大きく下回る者、体重の減少が認められる者、栄養面や食生活上

に問題のある者など、栄養改善サービスの提供が必要と認められ

る者とすること。

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからニまでに掲げる手順

を経てなされる。

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握する

こと。

ロ 利用開始時に管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員

その他の職種の者（以下「関連職種」という ）が暫定的に、。

利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養

（ 「 」状態に関する解決すべき課題の把握 以下 栄養アセスメント

という ）を行い、栄養食事相談に関する事項（食事に関する。

内容の説明等 、解決すべき栄養管理上の課題等に対し関連職）

種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作

成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サー

ビスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得

ること。

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改

善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の

問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。

ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の

状況を検討し、概ね か月ごとに体重を測定する等により栄3
養状態の評価を行い、その結果を担当介護支援専門員や利用者

の主治の医師に対して情報提供すること。

⑤ 概ね か月ごとの評価の結果、次のイからハのいずれかに該3
当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行う

ことにより、栄養改善の効果が期待できるとサービス担当者会議

等を通じて認められるものについては、引き続き算定することが

可能であること。

イ ＢＭＩが概ね 未満の者又はサービス提供期間中に、概18.5
ね 以上の体重減少が認められる者3%

ロ 健康診査等の結果が活用できる場合については、血清アルブ

． 、 、ミン値 以下である者 活用できない場合については3 5g/dl
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管理栄養士による情報収集の結果、家庭等における食事摂取に

係る問題が解決していないと認められる者

ハ 経腸栄養法又は静脈栄養法を行っている者であって、経口摂

取への移行の可能性がある者など、引き続き管理栄養士による

栄養管理が必要と認められる者

(9) 口腔機能向上加算の取扱い

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供に

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われ

ることに留意すること。

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を 名以上配置して行1
うものであること。

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、口腔清潔に問題のあ

る者、摂食・嚥下機能に問題のある者など、口腔機能向上サービ

スの提供が必要と認められる者とすること。なお、利用者の口腔

の状態によっては、口腔機能向上サービスによるよりも、医療に

おける対応がより適切である場合も想定されることから、その疑

いがある場合は、ケアマネジャーを通して主治医又は主治の歯科

、 、医師への情報提供 受診勧奨などの適切な措置を講じることとし

その場合については、加算は算定できないこととする。

④ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからニまでに掲げる

手順を経てなされる。

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。

、 、 、 、ロ 利用開始時に言語聴覚士 歯科衛生士 看護職員 介護職員

生活相談員その他の職種の者（以下「関連職種」という ）が。

利用者ごとの口腔清潔、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課

題の把握を行い、関連職種が共同して取り組むべき事項等を記

載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口

腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの

、 。対象となる利用者又はその家族に説明し その同意を得ること

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士等が利用者

ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機

能改善計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正す

ること。

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活

機能の状況を検討し、概ね か月ごとに口腔機能の状態の評3
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価を行い、その結果を担当居宅介護支援員や主治の医師、主治

の歯科医師に対して情報提供すること。

⑤ 概ね か月ごとの評価の結果、次のイ、ロのいずれかに該当3
する者であって、継続的に歯科衛生士等がサービス提供を行うこ

とにより、口腔機能の向上の効果が期待できるとサービス担当者

会議等を通じて認められるものについては、引き続き算定するこ

とが可能であること。

イ 反復唾液嚥下テストが３回未満など、嚥下が困難と認められ

る状態の者

ロ 上肢機能に障害があるなど利用者本人による口腔清掃が困難

であり、かつ、利用者を日常的に介護している家族、訪問介護

員等に対する指導も不十分であることなどから、口腔衛生上の

問題を有する者

(10) 人員基準を満たさない状況で提供された通所介護 (9) 人員基準を満たさない状況で提供された通所介護

指定居宅サービス基準第93条に定める員数の看護職員及び介護職 指定居宅サービス基準第93条に定める員数の看護職員及び介護職

員が配置されていない状況で行われた通所介護については、所定単 員が配置されていない状況で行われた通所介護については、所定単

位数に100分の70を乗じて得た単位数を算定するものとする(厚生大 位数に100分の70を乗じて得た単位数を算定するものとする(厚生大

臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに 臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに

通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号。以下「職員 通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号。以下「職員

」 。 。 、 」 。 。 、配置等基準 という )第１号ハ) 従業者に欠員が出た場合の他に 配置等基準 という )第１号ロ) 従業者に欠員が出た場合の他に

従業者が病欠した場合等も含まれる。ただし、都道府県は、従業者 従業者が病欠した場合等も含まれる。ただし、都道府県は、従業者

に欠員が生じている状態が１か月以上継続する場合には、事業所に に欠員が生じている状態が１か月以上継続する場合には、事業所に

対し定員の見直し又は事業の休止を指導するものとする。指導に従 対し定員の見直し又は事業の休止を指導するものとする。指導に従

わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情がある場合を わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情がある場合を

除き、指定の取消しを検討するものとする。 除き、指定の取消しを検討するものとする。

、 、なお 認知症専用型の通所介護費を算定していた事業所において

認知症専用型の通所介護費を算定するための人員の基準(施設基準

第１号ハ(4))を満たさないが、指定居宅サービス基準第93条に定め

る員数の看護職員及び介護職員が配置されていた場合は、認知症専

、用型の通所介護費の100分の70相当の単位数を算定するのではなく

認知症専用型でない通所介護費を算定するものであること。

(11)療養通所介護費について

①利用者について

療養通所介護の利用者は、在宅において生活しており、当該サー

ビスを提供するに当たり常時看護師による観察を必要とする難病等
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を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。

②サービス提供時間について

療養通所介護においては、利用者が当該療養通所介護を利用する

こととなっている日において、まず当該事業所の看護職員が利用者

の居宅において状態を観察し、通所できる状態であることを確認す

るとともに、事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認

することが重要である。従って、利用者の居宅に迎えに行った時か

ら、居宅に送り届けたのち利用者の状態の安定等を確認するまでを

も含めて一連のサービスとするものであり、これらの時間をあわせ

てサービス提供時間とする。

③サービス提供について

療養通所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な

計画を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する観点から、

多職種協働により、主治の医師による医療保険のサービスや訪問看

護サービス等の様々なサービスが提供されている中で、主治の医師

や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画的なサービス提

供を行うこと。

８ 通所リハビリテーション費 ８ 通所リハビリテーション費

(1) 所要時間による区分の取扱い (1) 所要時間による区分の取扱い

通所介護と同様であるので、7(1)を参照されたい。 通所介護と同様であるので、7(3)を参照されたい。

(2) ２時間以上３時間未満の通所リハビリテーションを行う場合の取 (2) ２時間以上３時間未満の通所リハビリテーションを行う場合の取

扱い 扱い

通所介護と同様であるので、7(2)を参照されたい。 通所介護と同様であるので、7(4)を参照されたい。

(3) ６時間以上８時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続し (3) ６時間以上８時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続し

て延長サービスを行った場合の加算の取扱い て延長サービスを行った場合の加算の取扱い

通所介護と同様であるので、7(3)を参照されたい。 通所介護と同様であるので、7(5)を参照されたい。

(4) 注4に定める平均利用延人員の取扱い

注4の施設基準第3号に定める平均利用延人員数の取扱いについて

は、通所介護と同様であるので7(4)を参照されたい。

(4) 送迎加算の取扱い

通所介護と同様であるので7(8)を参照されたい。

(5) 事業所が介護老人保健施設である場合の取扱いについて (5) 事業所が介護老人保健施設である場合の取扱いについて

介護老人保健施設である場合であって、医師又は医師の指示を受 介護老人保健施設である場合であって、医師又は医師の指示を受

、 、 、 、 、 、けた理学療法士又は作業療法士が 利用者の居宅を訪問して 診察 けた理学療法士又は作業療法士が 利用者の居宅を訪問して 診察

運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計 運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計
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画の作成及び見直しを行った場合には、医師は当該通所リハビリテ 画の作成及び見直しを行った場合には、医師は当該通所リハビリテ

ーション計画を診療録に記入する必要がある。 ーション計画を診療録に記入する必要がある。

なお、上記の場合、訪問する医師及び理学療法士、作業療法士の なお、上記の場合、訪問する医師及び理学療法士、作業療法士の当

当該訪問の時間は、通所リハビリテーション及び介護老人保健施設 該訪問の時間は、通所リハビリテーション及び介護老人保健施設の

の人員基準の算定に含めないこととする。 人員基準の算定に含めないこととする。

(6) 入浴介助加算の取扱い (6) 入浴介助加算の取扱い

通所介護と同様であるので7（6）を参照されたい。 通所介護と同様であるので7（9）を参照されたい。

(7) リハビリテーションマネジメント加算の取扱い (7) 個別リハビリテーション加算の取扱い

① リハビリテーションマネジメントは、利用者毎に行われるケア ① 注８の「厚生労働大臣が定める状態」とは、以下の状態像が該

マネジメントの一環として行われることに留意すること。 当するものであること。

また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に対 イ 「身体の機能障害がある状態その他活動制限がある状態にあ

して実施するべきものであることから、リハビリテーションマネ り、個別にリハビリテーションを行うことにより生活機能の改

ジメントも原則として利用者全員に対して実施するべきものであ 善が見込まれる状態」

ること。 ・ 「身体の機能障害がある状態その他活動制限がある状態」

② リハビリテーションマネジメントについては、以下のイからヘ とは、運動機能障害及び高次脳機能障害等の心身機能若しく

までに掲げるとおり、実施すること。 は身体構造上の問題がある状態、又は運動や移動、セルフケ

イ 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必 ア等の活動その他何らかの生活面において困難が生じている

要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言 状態をいう。

語聴覚士、看護職員、介護職員その他職種の者（以下この項に ロ 「廃用症候群により生活機能が低下している状態にあり、個

おいて「関連スタッフ」という ）が暫定的に、リハビリテー 別にリハビリテーションを行うことにより生活機能の改善の。

ションに関する解決すべき課題の把握 以下この項において ア 見込まれる状態」（ 「

セスメント」という ）とそれに基づく評価を行い、その後、 ・ 「廃用症候群」とは、外科手術、急性疾患、外傷等に対す。

多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを る治療時の安静等により全身の心身機能の低下が生じている

行ってリハビリテーション実施計画原案を作成すること また 状態をいう。。 、

作成したリハビリテーション実施計画原案については、利用者 ② 個別リハビリテーション加算は、在宅生活の継続を目的とし

又はその家族に説明し、その同意を得ること。 て、実用的な在宅生活における諸活動の自立性の向上のために、

ロ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーシ 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向上訓練

ョンやケアを実施しながら、概ね2週間以内及び概ね3ヶ月毎に ・運動療法等を組み合わせて個々の利用者の状態像に応じて行っ

関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その た場合に算定できるものであり、言語聴覚療法については、失語

後、多職種協働によりリハビリテーションカンファレンスを行 症、構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋

って、リハビリテーション実施計画を作成すること。また、作 込術後等の言語聴覚機能に障害を持つ利用者に対して言語機能又

成したリハビリテーション実施計画については、利用者又はそ は聴覚機能に係る活動向上訓練を行った場合に算定できるもので

の家族に説明し、その同意を得ること。なお、短期集中リハビ ある。なお、医師の指示の下に、言語聴覚士が行う嚥下訓練は、

リテーション実施加算を算定している利用者については、病院 個別リハビリテーションとして算定できる。

等からの退院（所）日から起算して１ヶ月以内の期間にも、ア 当該訓練により向上させた諸活動の能力については、個別リハ
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セスメントとそれにもとづく評価を行うこと。また、リハビリ ビリテーション以外の時間帯を通じて、看護師等により在宅生活

テーションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、 での実行状況に生かされるよう働きかけが行われることが必要で

利用者の担当介護支援専門員を通して、他の居宅サービス事業 ある。

所に対してリハビリテーションに関する情報伝達（日常生活上 ③ 個別リハビリテーションは、医師の指導監督のもと、理学療法

の留意点、介護の工夫等）や連携を図るとともに、居宅介護サ 士、作業療法士又は言語聴覚士が行ったものについて算定する。

ービス計画の変更の依頼を行うこと。 また、専任の医師が直接訓練を行った場合にあっても、同様に算

ハ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテ 定できる。

ーションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利用予 ④ 個別リハビリテーションは、利用者の実用的な在宅生活におけ

定の居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員や他の居宅サー る諸活動の自立性の向上のため、訓練の専用施設外で訓練を行っ

ビス事業所のサービス担当者等の参加を求めること。 た場合においても算定できる。

ニ 利用終了時には居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員や なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等を使

利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報 用する患者が容易に出入り可能であり、遮音等に配慮された部屋

提供を行うこと。 等を確保することが望ましい。

③ リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション実 ⑤ 個別リハビリテーションは、１人の理学療法士、作業療法士又

施計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた は言語聴覚士が１人の利用者に対して個別に１日20分以上行った

日から算定を開始するものとすること。 場合に算定し、実施回数は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

(8) 集中的な指定通所リハビリテーションの取扱い 士１人につき１日18回を限度とする。なお、利用者の状態像や日

短期集中リハビリテーション実施加算における集中的な通所リハ 常生活のパターンに合わせて、１単位の通所リハビリテーション

ビリテーションとは、 月以内について、概ね 週間に２日以上実 の提供時間帯に、１人の利用者に対して行われる個別リハビリテ3 1
施するとともに、個別のリハビリテーションを 日に 分以上行 ーションが複数回にわたる場合であっても、そのうち２回分の合1 40
うことを指すものであること。 計が20分を超える場合については１回として算定することができ

る。

⑥ 個別リハビリテーションは、利用者が当該リハビリテーション

を必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院・

入所した病院 診療所又は介護保険施設から退院・退所した日 以、 （

下「退院（所）日」という）から起算した期間に応じ、所定単位

数を算定することとしているが、退院（所）日が確認できない場

合、又は、入院・入所歴のない場合であっても、注８のロにより

算定する。

⑦ 個別リハビリテーションを行うにあたっては、医師、看護師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して、リハビリテ

（ ） 、ーション実施計画書 別紙様式又はこれに準ずるもの を作成し

これに基づいて行った個別リハビリテーションの効果、実施方法

等について評価等を行う。

⑧ 個別リハビリテーションを行う場合は、開始時及びその後三か
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月に１回以上利用者に対してリハビリテーション実施計画の内容

を説明し、記録する。

⑨ 個別リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、

担当者等）は患者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテー

ション従事者により閲覧が可能であるようにすること。

⑩ 個別リハビリテーションを行うために必要な器械、器具を具備

していること。なお、個別リハビリテーションを行うために必要

な器械、器具のうち代表的なものは、以下のものであること。

各種測定用器具（角度計、握力計等 、血圧計、各種心理・言）

語機能検査機器・器具等（言語聴覚療法を行う場合 、各種歩行）

補助具（四脚杖、ウォーカーケイン等 、各種装具（長・短下肢）

装具等）

なお、以下のものについては、必要に応じて備えられているこ

とが望ましい。

各種日常生活活動訓練用器具、家事用設備、和室、一般浴槽、

立位姿勢用洗面台、訓練用和式トイレ、屋外歩行ルート等

(9) 若年性認知症ケア加算の取扱い

若年性認知症ケア加算の取扱いは、通所介護と同様であるので7

(7)を参照されたい。

(10) 栄養マネジメント加算の取扱い

栄養マネジメント加算の取扱いは、通所介護と同様であるので7

(8)を参照されたい。

(11) 口腔機能向上加算の取扱い

口腔機能向上加算の取扱いは、通所介護と同様であるので7(9)

を参照されたい。

(12) 人員基準を満たさない状況で提供された通所リハビリテーショ (8) 人員基準を満たさない状況で提供された通所リハビリテーション

、 、 、 、ン指定居宅サービス基準第111条に定める員数の医師 理学療法士 指定居宅サービス基準第111条に定める員数の医師 理学療法士

作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員が配置されていな 作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員が配置されていな

い状況で行われた通所リハビリテーションについては、所定単位数 い状況で行われた通所リハビリテーションについては、所定単位数

に100分の70を乗じて得た単位数を算定するものとする(職員配置等 に100分の70を乗じて得た単位数を算定するものとする(職員配置等

基準第２号ロ)。従業者に欠員が出た場合の他に、従業者が病欠し 基準第２号ロ)。従業者に欠員が出た場合の他に、従業者が病欠し

た場合等も含まれる。ただし、都道府県は、従業者に欠員が生じて た場合等も含まれる。ただし、都道府県は、従業者に欠員が生じて

いる状態が１か月以上継続する場合には、事業所に対し定員の見直 いる状態が１か月以上継続する場合には、事業所に対し定員の見直

し又は事業の休止を指導するものとする。指導に従わずに事業を継 し又は事業の休止を指導するものとする。指導に従わずに事業を継

続する事業所に対しては、特別な事情がある場合を除き、指定の取 続する事業所に対しては、特別な事情がある場合を除き、指定の取
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消しを検討するものとする。 消しを検討するものとする。

第三 居宅介護支援費に関する事項 第三 居宅介護支援費に関する事項

１ 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等 １ 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月分 死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月分

の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年 の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年

厚生省令第38号)第14条第１項に規定する文書(給付管理票)を市町村 厚生省令第38号)第14条第１項に規定する文書(給付管理票)を市町村

(審査支払を国保連合会に委託している場合は、国保連合会)に届け出 (審査支払を国保連合会に委託している場合は、国保連合会)に届け出

ている事業者について、居宅介護支援費を算定する。 ている事業者について、居宅介護支援費を算定する。

２ 月の途中で、事業者の変更がある場合 ２ 月の途中で、事業者の変更がある場合

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連 利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連

合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨である 合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨である

ため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事業者に ため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事業者に

ついてのみ居宅介護支援費を算定するものとする(ただし、月の途中 ついてのみ居宅介護支援費を算定するものとする(ただし、月の途中

で他の市町村に転出する場合を除く。)。 で他の市町村に転出する場合を除く。)。

３ 月の途中で、要介護状態区分の変更がある場合 ３ 月の途中で、要介護状態区分の変更がある場合

月の途中で利用者の要介護状態区分に変更があった場合において 月の途中で利用者の要介護状態区分(要支援を含む。)に変更があっ

は、変更の前後の要介護状態区分のうち介護の必要度が高い方の要介 た場合においては、変更の前後の要介護状態区分のうち介護の必要度

護状態区分に応じた居宅介護支援費を算定するものとする。 が高い方の要介護状態区分に応じた居宅介護支援費を算定するものと

する。

４ 月の途中で、他の市町村に転出する場合 ４ 月の途中で、他の市町村に転出する場合

利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後の 利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後の

それぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理することに それぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理することに

なることから、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の給付管 なることから、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の給付管

理票も別々に作成すること。この場合、それぞれの給付管理票を同一 理票も別々に作成すること。この場合、それぞれの給付管理票を同一

の居宅介護支援事業者が作成した場合であっても、それぞれについて の居宅介護支援事業者が作成した場合であっても、それぞれについて

居宅介護支援費が算定されるものとする。 居宅介護支援費が算定されるものとする。

５ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合 ５ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作 サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作

成した月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成 成した月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成

できないため、居宅介護支援費は請求できない。 できないため、居宅介護支援費は請求できない。

６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合

注２の「別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合について ６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合

は、厚生労働大臣が定める基準（平成12年厚生省告示第25号）第四 注２の「別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合について

号において「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基 は、厚生労働大臣が定める基準（平成12年厚生省告示第25号）第四号
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準（平成11年厚生省令第38号）第13条第7号、第9号から第11号まで、 において 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 平「 （

第13号及び第14号（これらの規定を同条第15号において準用する場 成11年厚生省令第38号）第13条第7号、第9号から第11号まで、第13号

合を含む ）に定める規定を遵守していること 」としたところであ 及び第14号（これらの規定を同条第15号において準用する場合を含。 。

るが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。 む ）に定める規定を遵守していること 」としたところであるが、。 。

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基 より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。

準に係る規定を遵守するよう努めるものとする。都道府県知事は、当 これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基

該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。 準に係る規定を遵守するよう努めるものとする。都道府県知事は、当

当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の 該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。

取消しを検討するものとする。 当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の

(1) 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の 取消しを検討するものとする。

場合に減算されるものであること。 (1) 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用 合に減算されるものであること。

者及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービス計 ① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用

画に係る月（以下「当該月」という ）から当該状態が解消され 者及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービス計。

るに至った月の前月まで減算する。 画に係る月（以下「当該月」という ）から当該状態が解消され。

るに至った月の前月まで減算する。

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等 ② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催又

（ 「 」 。）を行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。以下 は担当者に対する照会等 以下 サービス担当者会議等 という

同じ ）には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前 を行っていない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至。

月まで減算する。 った月の前月まで減算する。

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内 ③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内

容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用 容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用

者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交 者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交

付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至っ 付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至っ

た月の前月まで減算する。 た月の前月まで減算する。

(2) 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、 (2) 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サ

サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状 ービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態

態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 が解消されるに至った月の前月まで減算する。

① 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合又は ① 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合又は

要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合 要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 ② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合

又は要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定を受けた場

合

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定 ③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定

を 受けた場合 を受けた場合
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(3) 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把 (3) 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把

握（以下「モニタリング」という ）に当たっては、次の場合に減 握（以下「モニタリング」という ）に当たっては、次の場合に減。 。

算されるものであること。 算されるものであること。

① 当該事業所の介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し、 ① 当該事業所の介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し、

利用者及びその家族に面接していない場合には、特段の事情のな 利用者及びその家族に面接していない場合には、特段の事情のな

い限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで い限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで

減算する。 減算する。

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録して ② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録して

、 、 、 、いない状態が１月以上継続する場合には 特段の事情のない限り いない状態が３月以上継続する場合には 特段の事情のない限り

その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算す その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算す

る。 る。

６．基本単位の取扱いについて

( )平成１８年４月から９月末までの取扱い1
ア 既存事業者

基本単位の居宅介護支援費 居宅介護支援費 居宅介護支援Ⅰ、 Ⅱ、

費Ⅲを区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支

援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をいい、指

定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利

用者の数は含まない ）の総数から経過的要介護者を除く利用者の。

数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員

数で除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分の

それぞれの単位数を利用者数（指定介護予防支援事業者から委託を

受けた指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過的要介護者の員

数を除く ）に乗じて得た単位を算定する。。

また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額

の単位数を乗じて算定する。

イ 平成１８年４月以降指定を受けた事業者

基本単位の居宅介護支援費( ) 居宅介護支援費( ) 居宅介護Ⅰ 、 Ⅱ 、

支援費( ) 区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅Ⅲ を

介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者）の

総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援

に係る利用者の数に２分の１を乗じた数を加えた数を当該事業所の

常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数

により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数

を利用者数（指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予
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防支援に係る利用者の数及び経過的要介護者の員数を除く ）に乗。

じて得た単位を算定する。

また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額

の単位数を乗じて算定する。

（ ）平成１８年１０月からの取扱い2
基本単位の居宅介護支援費 居宅介護支援費 居宅介護支援Ⅰ、 Ⅱ、

費 区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支Ⅲを

援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をいい、経

過的要介護者を含む ）の総数に指定介護予防支援事業者から委託。

を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数に２分の１を乗じた数

を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専

門員の員数で除して得た数により該当する区分を適用する。適用す

る区分のそれぞれの単位数を利用者数（指定介護予防支援事業者か

ら委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数を除く ）に乗。

じて得た単位を算定する。

また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額

の単位数を乗じて算定する。

７．初回加算

（ ） 、介護給付の初回加算 の算定における初回加算の算定についてⅠ

具体的には次のような場合に算定される。

ア 新規に認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合

イ 要支援者が要介護認定を受けた場合の居宅サービス計画を作成す

る場合

ウ 要介護状態区分が２段階以上変更された場合に居宅サービス計画

を作成する場合

８．特定事業所集中減算の取扱いについて

（ ）判定期間と減算適用期間1
居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該

事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要

件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が作成

する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用す

る。

ア、判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合は、減算適用

期間を１０月１日から３月３１日までとする。ただし、平成１８

年度については、前期の期間を４月１日から８月末日とする。
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イ、判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用

期間を４月１日から９月３０日までとする。

（ ）判定方法2
各事業所ごとに、当該居宅介護支援事業所において判定期間に作

成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護又は福祉用

具貸与が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、

訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその

紹介件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という ）を位置づ。

けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービ

ス、通所介護又は福祉用具貸与のいずれかについて９０％を超えた

場合に減算する。

（具体的な計算式）

事業所ごとに、次の計算式により計算し、①、②又は③のいずれか

の値が９０％を超えた場合に減算

①訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

÷ 訪問介護を位置付けた計画数

②通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

÷ 通所介護を位置付けた計画数

③福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

÷ 福祉用具貸与を位置付けた計画数

（ ）算定手続3
判定期間が前期の場合については９月１５日までに、判定期間が

後期の場合については３月１５日までに、すべての居宅介護支援事

、 、 、業者は 別記様式に従い 次に掲げる事項を記載した書類を作成し

算定の結果９０％を超えた場合については当該書類を都道府県知事

に提出すしなければならない。なお、９０％を超えなかった場合に

ついても、当該書類は、各事業所において２年間保存しなければな

らない。

ア 判定期間における居宅サービス計画の総数

イ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置付けら

れた居宅サービス計画数

ウ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最高

法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人

の名称、住所、事業所名及び代表者名
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エ （ ）の算定方法で計算した割合、2
オ （ ）の算定方法によりで計算した割合が９０％を超えている2

場合については、その正当な理由

（ ）正当な理由の範囲4
（ ）で判定した割合が９０％以上あった場合には、当該事業者3

は９０％を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合につ

いては当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知

事が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用

するものとして取扱う。正当な理由として考えられる理由を例示す

れば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な

事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するか

どうかを都道府県知事において適正に判断されたい。

ア 居宅介護支援事業者の市町村区域内に訪問介護サービス等が各

サービスごとでみた場合に５事業所未満である場合などサービス

事業所が少数である場合

イ 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合

ウ 判定期間の平均の居宅サービス計画件数が２０件以下であるな

ど事業所が小規模である場合

エ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合な

どにより特定の事業者に集中している場合

オ その他正当な理由と都道府県知事が適当と認めた場合

９．特定事業所加算の取扱いについて

号告示第 号に定める特定事業所加算に係る具体的取扱いは以25 17
下のとおりとする。

（ ）第 号ハに定める加算要件について（利用者に関する情報又は1 17
サービス提供にあたっての留意事項を伝達する会議要件について）

当該事業所の利用者に対する援助目標に関する所内打合せ会議及

びサービス提供にあたっての留意事項等を徹底する等の会議を週に

１回以上開催していること。

（ ） （ 、2 17 24第 号ニに定める加算要件について 時間連絡体制を確保し

かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制要件について）

従事者に携帯電話を持たせるなど 時間連絡がとれる体制を構24
築し、利用者の相談に応じたり、必要に応じて訪問ができる体制が

事業所内で構築されていること。

（ ）第 号ホに定める加算要件について（中重度者の割合要件につ3 17
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いて）

本要件は、届出日の属する月の３月前の期間における利用者（指

定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利

用者の数は含まない ）の割合を条件としており、前３か月の各月。

末の利用者（月末に給付管理を行っている者をいい、指定介護予防

支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は

含まない ）の３か月の平均割合実績で評価する。既存事業者につ。

いては、平成１８年４月１日から６月３０日までの間の利用者のう

ち、要介護状態し区分が要介護３、要介護４又は要介護５の利用者

の平均割合を算定することとし、本加算が適用されるのは８月から

とする。３か月ごとに本加算要件に該当しているか否かを確認する

こと。

（ ）第 号ヘに定める加算要件について（研修実施要件について）4 17
当該事業所内での事例検討会や外部講師を招いて研修会等の研修

実施について年間事業計画等に位置づける等実施が計画が策定され

ている場合をいう。

（ ）第 号トに定める加算要件について（地域包括支援センターか5 17
らの支援困難ケースの受託要件について）

加算要件である「地域包括支援センター等が実施する事例検討会等

に参加すること」の地域包括支援センター等の等は、地区の介護支援

専門連絡協議会や地域の介護支援専門員の独自の集まり等を指すもの

である。

（ ）その他6
本加算の適用を受けている途中において要件のうちの１つでもを満

たさなくなったときは翌月から加算の適用は行わない。

７ ４以上の種類の居宅サービスを定めた居宅サービス計画を作成す

る場合

注４の「４以上の種類の居宅サービス（法第43条第１項に規定する

居宅サービス区分に含まれるものに限る 」にいう「種類」とは、。）

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所

介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介

護及び福祉用具貸与からなる９種類の居宅サービスをいう。このうち

４種類以上の居宅サービスを定めた居宅サービス計画を作成し、それ
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らを記載した給付管理票を国保連合会に提出した場合に算定される。

なお、４種類以上の居宅サービスの利用実績のない場合は、当該加算

は算定できない。

なお、居宅サービス計画に居宅サービスを位置付けるに当たって

は、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対

応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針

を明確に記載する必要がある。安易に複数の種類の居宅サービスを

機械的に組み込むといった居宅サービス計画は不適正である。

（様式） （様式）

別紙様式 別紙様式


